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研究要旨 「災害ケースマネジメント(DCM)」は､現行の被災者支援制度の限界に対応す

る施策として､近年､制度化が進められてきた｡しかし､多くの自治体にとって､①被災者の

支援需要を把握するための調査の予算･人材･ノウハウを確保するのは困難で、支援需要

を評価する手法も確立していない上､②発災からの時間経過の中で､支援が必要な被災者

の情報をどの部署がどう把握･活用するかという実務体制も定まっていない。仮に被災者

の支援需要を把握できても､③行政以外の支援者との間で個人情報を共有しながら連携･

調整を行う支援体制を構築するには課題も多い。本分担研究班では、能登半島地震を対象

に上述の課題①②に対応した調査と併せて､過去の研究成果を③の実装に生かす検討を行

った。その結果､都道府県から市町村への情報提供に課題があったこと､世帯単位に加え

て、集落単位の支援需要把握および自治機能の再評価の必要性などが確認された。

Ａ．研究目的 

「災害ケースマネジメント(以下 DCM)」
は、現行の被災者支援制度（罹災証明主義、

申請主義、応急対応に限定等）による対応か

ら漏れてしまう生活支障・心身不調等といっ

た支援需要に対して、多職種連携で対応する

試みとして、主に民間団体の努力により開始

された。その後、内閣府防災により制度化さ

れ（防災基本計画への位置づけ、事例集・ガ

イドラインの作成・公開等）、近年、被災自

治体に採用されるようになってきた。

しかし、多くの被災自治体にとって、被災

者の支援需要を把握する調査の予算・人材・

ノウハウを確保するのは困難で、支援需要を

適切に評価する手法もまだ確立していない

［課題 1］。加えて、発災からの時間経過の

中で、支援が必要な被災者の情報をどの部署

がどう把握して活用するかという実務体制も

定まっていない［課題 2］。 

仮に被災者の支援需要を適切に把握できた

としても、行政以外の支援者との間で個人情

報を共有しながら連携・調整を行う支援体制

を構築するには課題も多い［課題 3］。 

本分担研究班ではこれまで、近年の風水

害・地震災害で被災した複数の自治体を対象

に、これらの 3 つの課題を検討するための調

査を実施してきた。研究期間の最終年度とな

る 2024 年度は、これまでの一連の調査結果

を総括する形で、効果的な DCM を行うため

の総合的な検討を行う予定だったが、2024
年に発生した奥能登地方での地震災害（1 月

1 日）と豪雨災害（9 月 21～23 日）では、今

後の DCM のあり方を考える上で、特筆すべ

き被災者対応が行われたため、特に甚大な被

害を受けた輪島市を対象にした事例調査も実

施した。
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2024 年の元旦に発生した能登半島地震で

は、大きく複雑な地震動が、住家及びライフ

ラインに壊滅的な打撃を与えた。この地震の

被災地の中でも特に輪島市をはじめとする奥

能登地方では、極度の少子高齢化・過疎化

（高齢化率 50％以上の集落や無住地区が多

数存在する）が進んでいたため、発災直後か

ら、支援が不十分な過酷な環境下で避難生活

を送る高齢者･要援護者の保護が課題となっ

た。実際、多くの医療・保健・福祉の専門職

が組織的に派遣され、支援活動が展開された。 
こうした応急的な救助活動が行われる一方、

被災者の生活再建に向けた中長期的な支援も

求められた。厚労省は「被災者の生活と生業

（なりわい）支援のためのパッケージ」の中

で「切れ目のない被災者支援」として、「被

災高齢者等把握事業」「被災者見守り・相談

支援等事業」に予算を措置した。石川県はそ

の予算で民間団体に事業を委託して、アウト

リーチの調査・支援体制を確保した。 
今回の厚労省による「被災高齢者把握事業」

が、今後の災害でも実施されるようになれば、

前述した DCM の第 1 の課題「被災者の生活

実態を把握し支援需要を評価する調査（以下、

アセスメント調査）の予算・人材の不足」へ

の回路が拓かれることになる。また、この調

査結果は、同じく厚労省による「被災者見守

り・相談支援事業」（「地域支えあいセンタ

ー」などを拠点に展開）に引き継がれること

も想定されていたため、調査結果（支援需要

評価）が、直接活用される初めての事例とな

った。 
従って、この調査事業の実施過程を把握し

記録しておくことは、今回の調査事業が果た

した役割の検証につながるだけでなく、「把

握した情報をいかに整理・分析し、適切な支

援需要評価につなげるか」という前述の第 2
の課題への対応や、得られた支援需要評価

（アセスメント）を活用して、いかに支援体

制を構築し、支援を実施していくか、という

第 3 の課題への対応を検討し、効果的な

DCM の実施に必要な実務的な知見を抽出す

る上で必要となる。 
こうした課題認識に基づいて、次に示す 2

つの調査を実施した。 
 

【調査 1】能登半島地震及び豪雨水害で被災

した自治体（輪島市･石川県）への事例調査 
（担当：研究協力者･ダイバーシティ研究所） 

能登半島地震と豪雨災害で被災し、厚労省

による「被災高齢者等把握事業」と「被災者

見守り・相談支援事業」が連続して実施され

た輪島市および石川県を対象に、被災者情報

の把握から支援に至る経過、支援体制の構築、

支援活動の内容等について多角的な視点から

調査を行い、DCM につなぐ被災者アセスメ

ント調査の導入・展開、調査結果を支援活動

につないでいく過程を詳細に跡付け、活動内

容と結果を明らかにした。 
（前述の［課題 1,2］に対応した調査）。 

 

【調査 2】将来の災害に向けた効果的な被災

者支援体制のあり方に関する検討 
（担当：研究協力者･ダイバーシティ研究所） 

今後、災害が発生した際、DCM に基づく

効果的な被災者支援体制を構築するために必

要な知見を抽出・整理するために、過去 3 年

間の間に実施してきた「災害ケースマネジメ

ント実現に向けた被災者調査実施手法の調査」

（上記【調査 1】を含む）で得たデータを再

分析し、被災者の生活再建支援体制を構築す

る際の具体的な施策・手法を検討し、必要な

リソース、災害種別・地域特性によって優先

して選択すべき選択肢、およびそのメリッ

ト・デメリットを明らかにした。 
（前述の［課題 2,3］に対応した調査） 
 

2024年度は、以上 2つの調査に加えて、こ

れらを補足する調査をいくつか行った。 
とくに、2023 年度の防災基本計画修正に

おいて、DCM につなぐ支援体制を平常時か

ら準備し、地域事情を踏まえた体制を構築す
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ることが示されたことを受け、多職種連携に

よる支援体制の構築という［課題 3］に対応

する調査として、①平常時の行政サービスと

災害時の公的支援の内容および 2 者の関係に

関する情報の整理（担当：研究協力者・山本

行政書士事務所・結果は別添の資料編［参考

資料 1～6］に収録）や、②平常時と非常時

の対策を連動させた孤立可能性集落における

自律分散型災害対応の試み（担当：研究協力

者・帝京大学 坪井・結果は研究論文として

投稿予定）などについても調査を実施した。 
 
しかし、2024 年の能登半島地震では、多

職種連携に基づく支援体制を構築する以前に、

支援リソースが全く足りない状況が生じてい

た地域も存在していた。加えて、積極的な域

外避難が推奨され、その情報が被災自治体か

ら調査委託先に十分に提供されなかったため、

戸別訪問による被災者アセスメント調査（調

査 1）に多大な労力が求められただけでなく、

回収率も低く抑えられる結果となった。 
こうした事情から、集落（地域コミュニテ

ィ）の中で、災害後の各世帯状況の把握や、

各世帯の生活支障・生活再建課題等への対応

を把握しておく必要性を認識し、前述の調査

1,2 を補完する調査として、集落（地域コミ

ュニティ）を分析単位とする事例調査を実施

した。 
 

【調査 3】輪島市における被災集落の自治機

能に関する調査 
（担当：研究協力者・金沢大学・阿部ほか） 

奥能登地方の被災集落の多くは、地域内で

の生業や生活を維持するために、住民同士の

密接な相互扶助的関係が存在していたが、地

震後の 1.5 次､2 次避難の誘導は、個人･世帯

毎に旅館･ホテル等を案内する形で行われた

ため、域外避難した世帯だけでなく、集落に

残った世帯も、同じ集落の構成員がどこにい

るのか把握しにくい状況が生まれていた。こ

うした「集落自治」「コミュニティの継続」

への配慮が殆ど行われなかった域外避難の誘

導が、中長期的には集落内の相互扶助や自治

の機能を減じていた可能性があることも指摘

されている。 
域外避難の過程については、改めて検証が

必要であるが、【調査 3】では、集落の自治

的機能が果たす役割に注目し、集落の構成員

の状況を把握し、域外避難者への情報提供や

生活再建支援に努めた集落に対する事例調査

を行った。この調査結果を踏まえて、次年度

以降、集落の自治機能が、要援護者を含む世

帯の生活再建や、集落全体の再建にどのよう

な役割を果たしているのかを明らかにする研

究につなげたい。 
 

 

Ｂ．研究方法 

前述の 3 つの調査について、以下にそれぞ

れの対象と方法を述べる。 
 

１．能登半島地震及び豪雨水害で被災した 
自治体（輪島市･石川県）への事例調査 

前述の［課題 1、2］に対応する事例調査

として、被災基礎自治体のうち特に被害の大

きかった輪島市を対象に選定し、輪島市との

関係で石川県も取り上げた。 
調査は以下の方法で実施した。 

（1）文献調査 
輪島市・石川県の Web サイトなどから大

規模災害における被災者支援活動の記録を抽

出し、調査シートに判明した事項を記入する。

聞き取り調査前に送付し質問箇所を明確化し

た。 
（2）聞き取り調査 

輪島市・石川県において、聞き取り調査が

必要であると判断された被災者支援に関わる

部局（主に防災・福祉関係）に対し、対面・

オンラインなどの方法で、1 時間程度、質問

紙に基づく聞き取り調査を行った。 
なお、2022〜2023 年度の同分担研究班の

調査でも、他の被災自治体（広域自治体と基
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礎自治体）の調査を実施しており、これらの

聞き取り調査と質問内容を同一にすることで

自治体間の比較ができるようにした。今回も

前回と同じ質問紙を用いて聞き取り調査を実

施している。 
これらの調査結果に基づいて、石川県と輪

島市における DCM に関連した被災者支援活

動を時系列に整理し、その経過、活動内容・

結果等を明らかにした。 
さらに、①被災者の情報の収集と支援者等

への情報共有、②被災者支援の全体像（平常

時-発災直後-応急対応期-復旧･復興期のそれ

ぞれおける「カラダとココロ」「すまい･く

らし」「人と人とのつながり･まち」におけ

る対応）、③本部機能のあり方（前述の被災

者支援活動等における輪島市と石川県の災害

対策本部、保健医療福祉調整本部等の機能）

という 3 つの視点から分析した。 
 

２．将来の災害に向けた効果的な被災者支

援体制のあり方に関する検討 

前述の［課題 2,3］への対応として、2022
年度から 2024 年度にかけて、地震災害と風

水害で被災した 7 府県･10 市町の被災自治体

［表 1］を対象に実施した「災害ケースマネ

ジメント実現に向けた被災者調査実施手法の

調査」（前述の【調査 1】も含む）から得ら

れた一連の結果を集約し、再分析を行った。 
分析の手続きは、次の通りである。 
まず［表 1］に示した全ての被災自治体の

調査結果から、被災者の生活再建支援体制を

構築する際の具体的な施策・手法、必要なリ

ソース等を、災害種別（地震・風水害）、自

治体の規模・種類（広域自治体・基礎自治体）

に分けて一覧表（別添の資料編：図表 2-1～
2-4）にまとめた。 

次に、この一覧表に基づいて、将来の災害

で DCM を中心にした生活再建支援体制を構

築するための具体的な施策・手法について検

討した。 
 

［表 1］分析の対象となる調査事例 
《風水害》 

 

･西日本豪雨 

･R7.2 豪雨 

広域自治体調査 

広島県､愛媛県､熊本県 

基礎自治体調査 

広島市､呉市､宇和島市 

西予市､人吉市､八代市 

《地震災害》 

 

･熊本地震 

･大阪北部地震 

･北海道胆振東

部地震 

広域自治体調査 

熊本県､北海道､大阪府 

石川県 

基礎自治体調査 

益城町､厚真町､茨木市 

輪島市 

 

大枠の戦略や具体的な戦術、主な選択肢、

実施すべき事柄などを検討した上で、それら

について、概要、体制構築と運営、必要なリ

ソース、災害種別や地域特性によって優先し

て選択すべき選択肢があればそれについて、

各選択肢のメリット・デメリットを整理した。 
 

３．輪島市における被災集落の自治機能に

関する調査 

前述の【調査 1,2】を補完する調査として、

地域自治組織等による集落運営の取り組み

（自治機能）が、災害時に果たす役割を明ら

かにするために集落を調査単位とした事例分

析を行った。具体的には、能登半島地震後の

一連の災害過程の中で、自治機能を発揮して、

集落単位で集合的な意思決定を行ってきた輪

島市の鵠巣深見町（53世帯 114人）と、町野

町金蔵（53 世帯 93 人）という 2 集落を事例

検討の対象として選定した。 
この 2 集落は、ともに研究協力者・阿部ら

が、当該集落の区長（地域自治組織の代表者）

から支援要請を受け、集落による情報収集・

整理・発信を支援する活動として開始し、そ

の後、集落との共同調査という形で継続して

きた。 
職住分離が進み、様々なインフラに支えら

れている都市部では、個人・世帯単位で生活

を選択できるが、中山間地域などの条件不利

地では、集落の自治機能――とりわけ、生産
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補完・機能、資源管理機能、生活扶助機能な

ど――が生活インフラの役割を果たしている

ため、個人・世帯単位の生活を再建していく

上で、集落の再建状況、集落の自治機能の維

持が重要な意味を持つことになる。特に域外

避難した世帯が集落に戻って生業や住宅を再

建する際、集落からの情報提供が必要になる。 
研究協力者・阿部らは、東日本大震災後の

経験および先行研究・先行事例等を踏まえ、

支援要請を出した集落の区長に対し、集落の

自治機能を維持する上で不可欠な①構成員の

状態（避難場所や被災状況等）を把握して、

域外避難者を含む名簿を作成すること、②域

外避難者も含めて集落の現状を伝えるための

「集落だより」の発行、③域外避難した集落

の構成員とのつながり維持のための「イベン

トの企画･実施」、④集落の再建に向けた意

向の把握等の必要性を伝え、これらを実行す

るための助言および直接支援（集落だよりの

作成、イベント実施）、間接支援（自治組織

が集約した情報の整理・分析）を行ってきた。 
調査は継続中であるが、上記の支援活動お

よびその過程で集落から提供された活動資

料・各種記録の分析に基づいて、2024 年 12
月までに明らかになった事実を暫定的な結果

としてまとめた。 
 

Ｃ．研究結果と考察 

 

１．能登半島地震及び豪雨水害で被災した

自治体（輪島市･石川県）への事例調査 

石川県への事例調査では、石川県保健医療

福祉調整本部の体制と災害初動期（2024 年 1
月：詳細後述）における被災者支援経過、当

災害において特徴的な活動としての「被災高

齢者等把握事業」による災害要支援者の把握

とそれに基づく「被災者データベース」の構

築、「地域支え合いセンター」の開設等につ

いて聴取調査および資料分析を行った。 
                             
1 輪島市における「地域支えあいセンター」の名称 

輪島市への事例調査では、輪島市保健医療

福祉調整本部の体制と災害初動期（2024 年 1
月）における被災者支援経過、その後の「被

災高齢者等把握事業」による在宅避難者訪問

調査と輪島市社会福祉協議会に設置された

「輪島市災害たすけあいセンター」 1の見守

り事業を中心に、輪島市での DCM に基づく

被災者生活再建支援活動、9 月豪雨対応後の

巡回訪問の実施などについて聴取調査および

資料分析を行った。 
これら【調査 1】で得た情報に基づいて、

組織間関係と時系列の展開過程を図表に可視

化し（別添の資料編：図表 1-1～1-3を参照）、

被災者情報の把握から支援に至る経過、支援

内容、支援体制の構築に至る展開を把握・分

析を行った結果、以下が明らかになった。 
・初動期において保健医療福祉調整本部と支

援機関の協働により多面的で大量の支援リ

ソースを供給できた 
・被災高齢者等把握事業により在宅避難者の

生活状況把握ができ、要見守り被災者の抽

出と今後の生活再建に必要な世帯の住まい、

生活、今後の意向等の情報が得られた 
・輪島市では「輪島市災害たすけあいセンタ

ー」が被災高齢者等把握事業の調査記録を

引き継ぐことで、巡回訪問による見守り体

制が早期に確立でき、9 月豪雨においても

引き継いだ調査記録をもとに巡回計画を立

案し約 800 件の巡回を実現した 
 
さらにこれらの調査結果に基づいて、①被

災者の情報の収集と支援者等への情報共有、

②被災者支援の全体像、③本部機能のあり方

を検討した。検討結果の概要は以下の通りで

ある。 
①被災者の情報の収集と支援者等への情報

共有 

高齢者･障がい者を主体とした要支援被災

者については、被災高齢者等把握事業におけ

- 122 -



 

る巡回訪問で情報収集ができた。特に輪島市

においては全住家への訪問による生活実態調

査を実施した。石川県が被災者データベース

を構築・運用して被災者情報の一元化を図り、

被災市町に被災者情報を提供した。 
②被災者支援の全体像 

被災者支援事業の実施により、各領域への

対応を行った。発災直後の安全と健康の確保

から応急対応期の実態把握をもとにして、応

急対応期に住居提供や生活再建支援機関によ

る総合的な被災者支援の実施へと推移したこ

とが明らかになった。 
③本部機能のあり方 

石川県では発災直後に災害対策本部と保健

医療福祉調整本部が設置された。保健医療福

祉調整本部は各種支援団体の情報共有および

被災地支援の分担確認の場として機能し、本

来の機能を果たしたと言える。輪島市におい

ても同様に災害対策本部と保健医療福祉調整

本部が設置され、DMAT 等支援機関の活動

調整の場として機能した。 
 

以上の検討から、令和 6 年能登半島地震で

は、厚労省の「被災高齢者把握事業」を石川

県が受入れたことで、市町での在宅避難者へ

の生活実態調査が実現し、要支援者の情報を

「地域支えあいセンター」（輪島市では「輪

島市災害たすけあいセンター」）につなぐこ

とができ、早期に巡回訪問による見守り体制

を確立できていたことが分かった。その意義

は大きいといえるが、他方で、県から市町村

への情報提供には課題も残った。特に域外避

難（1.5 次、2 次避難）者の情報が、市町村

や、市町村から調査を受託した民間団体に十

分に提供されなかったため、全戸訪問による

生活実態調査（被災者アセスメント調査）に

多大な労力を要し、回収率も低く抑えられる

傾向にあった。広域自治体―基礎自治体間の

情報連携や、全戸訪問以外の調査方法（例え

ば、集落単位での情報集約等）の検討の必要

性も示唆された。 

２．将来の災害に向けた効果的な被災者支

援体制のあり方に関する検討 

 

（1）資料分析結果 
【調査 2】では、前述の【調査 1】も含め

て、2022 年度から 2024 年度にかけて実施し

てきた一連の被災自治体調査から得た情報を

「Ｂ.研究方法」に記した方法で再分析を行

い、一覧表［図表 2-1～2-6］にまとめた（別

添の資料編参照）。その結果、以下の知見が

得られた。 
①災害当初の対応体制､支援活動（水害） 

・個々の部署で要請、調整を行った自治体が

多かったが、被災者支援を担当する専門部

署を設置した自治体もあった。また、総合

相談窓口の設置によって、被災者への情報

伝達や、弁護士などの外部団体・組織と連

携しやすくなった。被災者の安否確認は、

全戸訪問や電話確認のような方法が使われ

た。また住民基本台帳データを活用した自

治体もあった。 

・多くの自治体は、調査の記入用紙が統一さ

れておらず、各々の業務、チームが独自の

用紙を使用していた。用紙が統一されてい

た自治体は、過去の事例や応援自治体の助

言で、用紙、様式、項目を修正し、使用し

ていた。 

・ほぼ全ての自治体で、被害が大きい地域を

対象に全戸訪問で調査を実施していた。そ

の中で、災害対応経験がある自治体は早く

悉皆調査の調整ができていた。しかし、災

害後、大量の調査が入ってくるため、被災

者に負担をかけることもあり、調査主体に

よって、回答が変わってしまう現状もあ

る。 

②地域支え合いセンター（水害） 

・被災自治体の多くは、地域支えあいセンタ

ーの運営を社会福祉協議会に委託していた。 
・広島市は、2014 年豪雨災害の後に、地域

支え合い課を整備しており、2018 年豪雨

では、地域支え合いセンターを開設せず、

各区の地域支え合い課が日常業務を兼務し

ながら災害対応業務も担当した。また、
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2018 年の水害、生活支援相談員の追加募

集を行なわず、市区職員の交代で対応した。 
・宇和島市は、地域支え合いセンターの開設

とともに、プロジェクトチームも編成し、

新生活再建支援プログラム、地域つながり

新生活見守り支援プログラムを取り組んで

いた。 

・アセスメント方法は、過去の被災地やダイ

バーシティ研究所の調査結果を参考にした

自治体があった。4 象限に分けて評価、判

断する自治体もあったが、現場の状況に沿

った判断、調整も多かった。 
・支援対象については、被災情報システムを

用いデータを抽出した自治体もあった。ま

た、罹災証明発行ではない世帯も、家族構

成や生活面の困りごとがあれば支援対象に

なるケースもあり、災害救助法では対象外

となる世帯を含むこともあった。 

・見守り終了の判定は、基準がない自治体が

多かったが、住まいの再建ができたら終了

と判断した自治体もあった。終了判断の方

法は、訪問時の状況に沿い、随時に相談員

と相談し、会議で検討するプロセスが多か

った。しかし、支援終了でも、状況によっ

て支援を再開するケースもある。また、重

層的支援の予算で継続に支援している事例

もある。 

③災害当初の対応体制、支援活動（地震） 

・発災当初から保健師、DMAT、DPAT 等の

派遣を受け、避難所等の巡回を行っていた。

多くの自治体は、調査の記入用紙が統一さ

れておらず、各々の業務、チームが独自の

用紙を使用していた。 
・全ての自治体で被害が大きい地域を対象に

全戸訪問で調査を実施していた。うち益城

町、茨木市においては発災 1～2 か月後に

ダイバーシティ研究所が被害甚大地域の悉

皆調査を実施し、調査結果を市町に提供し

た。厚真町は町全戸（約 2,000 世帯）を保

健師とボランティアで訪問した。 
・石川県では、初動期において、保健医療福

祉調整本部と支援機関の協働により、多面

的で大量の支援リソースを供給できた。 

・石川県は、厚労省予算で「被災高齢者等把

握事業」を民間支援団体に委託する形で実

施した。これにより、在宅避難者の生活状

況を把握し、要見守り被災者の抽出と今後

の生活再建に必要な世帯の住まい、生活、

今後の意向等の情報が得られた。 

④地域支え合いセンター（地震） 

・益城町は、生活再建支援課が町社会福祉協

議会（以下、町社協）に委託し、仮設住宅

分を民間 5 団体に再委託、在宅世帯分を町

社協が担当した。2018 年 10 月 1 日〜2023
年 3 月 31 日で開設。罹災証明書ベースで

訪問し地区ごとにローラをかけたが結果的

に全戸訪問した。 
・厚真町は、発災後 2 年で仮設住宅を解消し、

その後に町独自の取り組みとして支え合い

センターを開設した。災害ケースマネジメ

ントに基づく訪問調査は、仮設住宅解消ま

でに実施し、4 象限分類で判定を行った。

仮設住宅を出た世帯を支え合いセンターで

見守りを続けた。 
・茨木市は、復興支援総合コールセンター、

こころのケアセンター、大阪府北部地震地

域保健福祉センターを設置してプル型の支

援を行った。ダイバーシティ研究所で被害

甚大地域の悉皆調査を行い、全市の被害状

況推計、今後の防災体制の提言に資する基

礎資料を提供した。 

・輪島市では「被災高齢者把握事業」として

行った在宅避難者調査の結果を「輪島市災

害たすけあいセンター」が引き継ぐこと

で、巡回訪問による見守り体制が早期に確

立することができた。 

 

(2)効果的な被災者支援体制構築の検討 

まず、発災から生活再建支援活動に至るま

での時期を①初動期（緊急・応急対策期：発

災〜およそ 1 ヶ月程度と応急復旧対策期：お

よそ 1～2 ヶ月）、②生活再建移行期（およ

そ 2～5 ヶ月）、③生活再建期（およそ６ヶ

月以降）に分け（別添の資料編：図表 2-1-
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1(1)(2)を参照）、各期での DCM に基づく被

災者支援に関する施策と手法を抽出し、名称、

概要、実績、適合する災害種別や地域特性、

長所、短所について分析した。分析結果の概

要は、図表 2-6-1(2)（別添の資料編参照）の

通りである。以下、各期の施策・手法につい

て述べる。 
①初動期（保健医療福祉調整本部、支援機

関による被災地派遣、域外避難） 

広域自治体では大規模災害時に災害対策本

部が設置され、同時に保健医療福祉調整本部

も設置されている。広域自治体各部署や

DMAT 等の支援機関が調整本部会議や日々の

活動において情報共有、方針決定、分担調整

等を行う場として機能している。 

調査した全ての広域自治体において保健医

療福祉調整本部または相当する類似の名前で

設置と活動が確認された。初動期における被

災者支援活動の推進や調整に欠くことのでき

ない存在となっているが、被災地への派遣等

で得られた被災者の情報は現地の医療機関や

基礎自治体に蓄積されるのみで、次の DCM
に基づく生活再建支援施策に活用されること

はほとんどない。 
初動期は救急支援が目的であるため、中長

期的な生活再建支援施策と結びつく内容は極

めて少なく、現状では生活再建機関が医療機

関の情報にアクセスすることも難しい。今

後、被災者情報の災害直後からの一貫した蓄

積と利用を行うことは検討の余地があり、将

来的に初動期の被災者情報も統一された被災

者データベースに登録し、権限のある生活再

建支援担当者等が閲覧できる仕組みをつくる

ことが必要であると考える。 

基礎自治体においても保健医療福祉調整本

部または相当する類似の名前で設置と活動が

確認された。令和 6 年能登半島地震の輪島市

では災害対策本部内に保健医療福祉調整本部

                             
2 令和 6 年能登半島地震時の初動期における 輪島

市災害対策本部の空間配置と運営 

が設置され、派遣された DMAT 等が調整本

部の立ち上げや運営を支援したことが確認さ

れた 2。 
DMAT,DPAT,DHEAT,DWATに代表される

災害の医療・福祉等従事者派遣を行う支援機

関は発災直後から主に被災地の医療機関や避

難所で被災者支援活動に従事しており、医療

機関の維持や急増する傷病者への対応に大き

な貢献を果たしている。 
一方で在宅避難者等の把握まで対応するこ

とは一般的に難しく、発災当初は近隣住民や

集落（地域コミュニティ）による相互扶助、

共助が欠かせない。初動期の共助のあり方に

ついては従来の知見等をもとにして DCM に

基づく生活再建支援に接続するための検討が

必要である。能登半島地震では、前述の通り、

積極的な域外避難（1.5 次、2 次避難）が行

われ、2024 年 11 月現在まで従来の住家へ帰

宅できない避難者が相当数存在する。初動期

の措置として 1.5 次避難所、2 次避難所は避

難者の安全確保や健康維持に有効であると考

えるが、その後の対応方法がまだ明確ではな

く、DCM に基づく生活再建支援を行うため

の施策が必要であることが示唆される。 
②生活再建移行期（被災者アセスメント、

被災高齢者等把握事業、被災者データベ

ース） 

発災からおよそ 2 ヶ月以降は生活再建に向

けて緊急避難から生活再建に向けて次の段階

に移行する避難者が増加する。支援機関の初

動期派遣も徐々に撤退を行い、仮設住宅建設

や避難所の統合が行われるのがこの生活再建

移行期にあたる。 
生活再建にあたっては被災者各自や被災世

帯の生活実態、今後の希望等を十分把握して

各自の状況に合った生活再建支援施策を提供

する DCM の基本概念を履行することが求め

られる。そのためには巡回訪問による被災者
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の生活実態調査（以下、被災者アセスメント）

が有効な手段であり、今後の生活再建支援の

ための基礎資料となるものである。被災者ア

セスメントの調査結果が生活再建に要する期

間と相関があり、被災者支援の指標となるこ

とで、その必要性が確認されている 3。 
被災世帯が比較的少ない場合は自治体職員

が巡回訪問することで対応できるが、大規模

な災害になると民間の支援を得て実施する必

要がある。研究協力者（ダイバーシティ研究

所）は 1,000〜3,000人規模の被災者アセスメ

ントを実施しており、その手法や効用を明ら

かにしている。 
令和 6 年能登半島地震では石川県が被災高

齢者等把握事業の制度を用いて被災市町の在

宅避難者への巡回訪問を実施しており、

NPO 法人や高齢者、障害団体支援の職能団

体からなる訪問員のべ約 4,000 人が七尾市以

北の 5市町で約 15,000件の個別訪問によって

状況把握を行った。巡回結果は石川県が設置

した被災者データベースに集約する施策が実

施された。被災高齢者等把握事業を活用した

在宅避難者訪問は被災者アセスメントを制度

的に実施するために有効であると考える。 
③生活再建期（被災者生活再建機関：単独

型、民間団体との協働型、自治体内に設

置型、情報提供型） 
発災から約 6 ヶ月以降は、被災者の生活再

建に支援が移行し、仮設住宅供給や被災者生

活再建機関等による被災者支援活動が主な施

策となる。被災者生活再建機関では、DCM
に基づく生活再建支援手法として、巡回訪問、

多様な支援リソースの参加による被災者ケー

ス会議による支援策決定・実施がなされてい

る自治体もあった。多くの場合は被災者見守

り・相談支援事業に基づいて設立・運営され、

                             
3 日本災害復興学会論文集第 23 号「被災世帯を

対象とする支援需要評価に関する研究 〜生活再建

への移行期における被災者生活実態調査の実践から

発災からおよそ 3 年間活動するケースが多か

った。 
一連の調査結果から、③生活再建期におけ

る被災者生活再建支援の手法を、以下の 4 つ

に類型化して検討した。 
(i)地域支えあいセンター単独型 

基礎自治体の社会福祉協議会が主に運営を

担当し、地域支えあいセンターという名称で

活動する場合が多い。数名の相談支援員が被

災者宅を巡回訪問し状況把握を行い、所内の

被災者ケース会議で今後の支援方法を決定し

ていく。設立・運営の小回りはきくが、被災

世帯が多くなると対処が難しい。 
（ⅱ）地域支えあいセンターと民間団体 

の協働型 
被災世帯がおよそ 1,000 戸以上の多数とな

った場合、民間団体に業務委託して巡回訪問

や諸支援を協働で行う場合がある。民間団体

が仮設住宅、地域支えあいセンター本体が在

宅避難者と分担を分け、情報共有を密におこ

なって運営を実施した（益城町、輪島市）。

多くの被災世帯に対応できるが、地域支えあ

いセンターと委託民間団体との情報共有や方

向性の調整等に課題があったという報告があ

った。 
（ⅲ）自治体内に設置型 

広島市は各区に地域支え合い課を設置し、

被災者支援を自治体内の部署で実施した。恒

常的な支援の継続と市の諸部署や支援施策と

の連絡調整が容易になる利点があるが、新規

に部署を設置して職員を充てるだけの規模が

ないと実施は難しい。 
（ⅳ）情報提供型 

茨木市では被災世帯が市内全域（約 28 万

世帯）におよび、個々の被災世帯を把握し

DCM に基づく支援は難しい状況にあった。

茨木市が被災者コールセンター、こころのケ

〜」 
https://f-gakkai.net/wp-

content/uploads/2024/02/23-09.pdf 
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アセンター、大阪府北部地震地域保健福祉セ

ンターを設置し、コミュニティソーシャルワ

ーカー等による電話相談・面談を実施した。

個別支援が必要な場合は茨木市社会福祉協議

会等が対応した。 
 
以上、【調査 1】を含む【調査 2】の資料

分析から、初動期には保健医療福祉調整本部

を主体として諸支援機関による被災地派遣、

域外避難が実績のある施策・手法であり、同

様に生活再建移行期には被災者アセスメント、

被災高齢者等把握事業および被災者データベ

ース（令和 6 年能登半島地震）が有効である

ことが示唆された。生活再建期においては一

般的に地域支えあいセンターと呼ばれる被災

者生活再建機関が設立され、災害や地域の状

況により諸々の形態で実施されてきたことが

分かった。 
以上を整理し、支援対象被災者数を横軸、

発災からの時系列を縦軸にとり、DCM に基

づく被災者生活再建支援施策および手法を配

置したものが、図表 2-6-2（別添の資料編参

照）である。一連の被災自治体調査結果から、

支援対象被災者数を小（1,000〜5,000 人程

度）、中（1〜2 万人程度）、大（10 万人以

上）と分け、有効と考えられる施策および手

法を検討した。 
その結果、支援対象被災者数が 10 万人を

超える場合は支援体制等の制限があり、小中

規模の施策を実施するのは難しい。東日本大

震災において仙台市では応急仮設住宅入居者

に対する DCM 対応を実施した事例 4がある

が、こうした人口規模の大きい都市部では、

仙台市のように居住面等で困難を抱える被災

                             
4 内閣府 災害ケースマネジメントに関する取り

組み事例 P.20  
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyou

sei/case/pdf/zenpen.pdf 
5 徳島県では「被災者支援推進ネットワーク会

議」を開催し、地域福祉、保健医療、地域防災、相

談支援など被災者支援に必要な県内の関係団体や有

識者、市町村の防災担当者、県庁の被災者支援に関

者に絞って DCM に基づいた支援を行い、

徐々に支援範囲を在宅避難者に広げていく等

の段階的な措置をとることで DCM の有効性

を確保できる可能性もある。 
一方、小規模な自治体においては行政等の

支援リソースが限られており、外部からの支

援が必須となる。広域自治体が災害支援ネッ

トワークを形成して支援リソースの提供体制

を平時から構築しておき、災害時に官民学の

連携による支援の早期実施を実現することを

目指した取組みも進められている 5。各広域

自治体で被災者支援ネットワークを構築し、

その発展形として広域自治体間での支援ネッ

トワークを形成することで、南海トラフ地震

等の巨大災害においても DCM が機能できる素

地づくりを平時から行っておくことも求めら

れる。 

 

 

３．輪島市における被災集落の自治機能に

関する調査 

 
（1）輪島市鴻巣深見町 

輪島市深見町は 7つの集落で形成される 53
世帯 114 名の地域である。震災前から地域の

祭事は神事のみでの実施となっており、地域

おこしなどの活動も行われていなかった。 
地震による家屋倒壊などの重大な建物被害

はほぼ無かったが、道路が寸断され、孤立集

落となった。 
発災直後は住民同士で寝たきりの高齢者な

どを中心に安否確認の見回りが行われた。道

路復旧の見通しが立たなかったため、1 月 6
日と 8 日に住民の大半が陸上自衛隊のヘリコ

わる部局（危機管理、保健福祉、住宅など）が出席

し、徳島県の災害ケースマネジメントの取り組みや

総合防災訓練、被災者支援の体制づくりについて情

報共有、協議が行われている徳島県における 災害

ケースマネジメントの 取組について 
https://www.bousai.go.jp/taisaku/hisaisyagyou

sei/case/pdf/r5_zenkoku0621_09.pdf 
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プターによって小松市に避難した。避難の際

は、自衛隊の力を借りながら、傷病者を出す

ことなく、寝たきりの高齢者なども含めて全

員無事に避難できた。 
まだ 2 次避難の手順が整備されていない早

期の避難だったため、1.5 次避難所での健康

状態による選別や個別世帯ごとの入居案内な

どを経ず、まとめて小松市が手配する粟津町

の旅館などに入居した。結果として、徒歩圏

内に地域住民の大半が居留することができ、

避難者名簿の作成と親戚宅などへの入退去に

伴う名簿更新などの自治機能が維持された。

要介護度が高い高齢者も、一般の避難者と同

様に生活し、家族・近隣の支えを借りながら

自立した生活を送った人もあった。 
1 月下旬には研究協力者らが支援に入り、

2 次避難中にもかかわらず住民会合やイベン

トを開催し、集落だよりも発行できた。 
その後も集落内での仮設住宅建設計画など

の準備を進めたが、輪島市街地の仮設住宅へ

の入居となり、深見町内と輪島市街地の仮設

団地、金沢市などのみなし仮設に分散して居

住する事となった。仮設住宅への入居が進ん

で住民が分散した結果、集団で 2 次避難を行

なっている時よりも住民総会の開催等が困難

になり、自治機能の発揮が難しくなっている。 
 

（2）輪島市町野町金蔵 
町野町金蔵は 3 つの集落で形成される 53

世帯 93 名の地域である。震災以前から積極

的に地域づくりが行われており、地域づくり

NPO 法人「金蔵学校」の設立や、「金蔵万

燈会」といったイベントを開催しており、外

国人を含む 6 世帯の新規移住者を獲得してい

た。 
地震による家屋倒壊などはなく、避難は個

別世帯ごとの判断で行われた。1.5 次避難所

を経て旅館やホテルに 2 次避難をした世帯や

親戚宅への避難を行う世帯などその形態は

様々であった。 

集落の自治機能は震災後の避難中において

も発揮され、研究協力者らが 3 月下旬に初め

て訪れていた際にはすでに地域外避難者の居

場所とそれぞれの帰還意向について概ね区長

が把握しており、地域内に仮設住宅の建設を

求める要望書の作成、提出まで終えている状

況であった。 
しかし、結果として住民が入居する仮設住

宅は車で 15 分ほどかかる町野町の中心部に

建設されることとなり、深見町と同様に分散

での居住になった。結果、地域内で農作業な

どの生業再建や住民総会の開催が困難になっ

ている。現在は筆者らも協力し、地域内での

災害公営住宅の建設の計画策定を進めている。 
 

（3）集落自治の可能性と課題 

現段階までの調査結果から、集落の自治組

織が、公的支援や民間の災害支援が果たせな

い様々な役割を果たしていること、集落自治

の機能を補強することが、被災者の生活再建

支援、ひいては集落の持続可能性を維持する

ことにつながる可能性が示唆された。 

前述した【調査 1】の被災者アセスメント

調査では、調査主体に域外避難者に関する十

分な情報が提供されなかったため全戸訪問調

査は多大な労力が求められる一方、回収率は

低く抑えられる傾向があったことは述べた。

そのため、支援体制を構築していく段階で、

被災市町村と集落が連携した支援体制づくり

も検討されはじめている。 
集団避難した深見町の事例では、避難先で

も自治機能の一部が維持され、各段階で要支

援者への対応が行われていたが、町野町金蔵

地区の事例では、域外避難（1.5 次、2 次避

難）した要支援世帯がどのような支援を受け

ていたのかについて詳細は把握できなかった

が、集落自治の中で、要支援者の対応がどの

ように行われていたのかについては、継続し

て調査を行い、DCM に基づく支援体制との

接合可能性についても検討していきたい。 
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今後、各集落では、様々な復興事業（公共

土木事業）が行われることになる。その際、

集落を単位とする集合的な意思決定が求めら

れる機会が増えることになる。 
世帯単位の生活再建は、集落単位の条件整

備を前提としているところもあるため、1 次

避難から広域への 2 次避難、2 次避難から仮

設住宅への入居など被災者が移動する際には、

地域自治組織の運営主体が、集落構成員の情

報を把握し、集落の再建に向けた条件整備を

担っていく役割も期待されている。 
他方で、集落の地域自治組織は、構成員が

集落外に分散して居住することを想定してお

らず、災害対応による広域への 2 次避難や、

仮設住宅・みなし仮設への分散入居に対して

は、従来の自治活動とは異なる活動が必要に

なることも明らかになった。この点について

も、域外避難の過程に関する調査と併せて、

検討をしていく必要がある。 
 
 
Ｄ．結論 

最後に一連の調査結果を踏まえて、DCM
を実現するための公助・共助・自助のあり方

について初動期、生活再建移行期、生活再建

期に分けて検討する。 
初動期においては公助の主体である自治体

を中心に緊急・応急の被災者支援、住居・生

活物資の提供が急務であり、その役割は大変

大きい。共助・自助については各人の避難行

動や地域コミュニティ（集落）での避難支援

の安全確保が求められる。DCM が適用でき

る範囲は限られているが、被災者の情報把握

と蓄積が発災時から可能になる施策をあらか

じめ策定しておくことで、発災時からの経過

を生活再建移行期以降の基礎情報として活用

できる。 
生活再建移行期においては被災自治体によ

る被災者および地域のニーズ把握と支援リソ

ース提供が求められ、被災者個人のニーズと

被災地全体で必要な支援リソースの総量把握

が求められる。そのためには共助としての地

域コミュニティ（集落）内の情報把握が肝要

で、その情報を自治体が収集できる体制を構

築しておくことで必要な情報の補完ができる。

個人においては生活再建に向けての情報収集

を行い、自治体等の支援リソースと接続して

おくことが DCM の実施において有効である。 
生活再建移行期においては自治体等で生活

再建機関の設立・運営による被災者への伴走

支援が本格的になり、DCM 本来の活動が公

助として実施される。従来の地域自治組織に

よる相互扶助・自治的活動の再稼働に加え、

仮設住宅や災害公営住宅等の入居に伴い新た

なコミュニティが形成される時期であり、共

助としてコミュニティの活性化、仮設住宅等

での新コミュニティ形成が共助として必要と

される。個人に対しては諸々の支援メニュー

を活用し、生活再建に向けての行動が求めら

れる。 
図表 2-6-3（別添の資料編参照）は、各期

における公助・共助・自助のあり方の要点を

示したものである。発災以降の継続した被災

者情報の蓄積、被災者および地域のニーズ把

握のためのコミュニティにおける情報共有と

個人の支援リソースとの接続、生活再建機関

による伴走支援の実施、公助としてのコミュ

ニティの活性化と個人の支援リソースの活用

が各時期における各セクションのあり方とし

て求められると考える。 
2025年 5月、「災害対策基本法」や「災害

救助法」が改正され、「被災者援護協力団体

の登録制度」や「福祉サービスの提供」が法

律に位置付けられ、民間団体との連携に基づ

く被災者支援体制づくりが一層推進されるこ

とになる。多職種連携に基づく支援体制づく

り［課題 3］については、残された研究課題

も多く、引き続き検討を進めていきたい。 
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・中村満寿央・菅磨志保・田村太郎

（2025）「被災者の生活再建を支援する調

査の実践と課題―令和 6 年能登半島地震に

おける輪島市の事例（1）」第 11 回震災問

題研究交流会（社会学系 4 学会連合）2025
年 3 月 23 日（於：早稲田大学）． 

・三鴨昂将･入江早亮･小原直将･野村俊介･

松原久･菅磨志保（2025）「域外避難から

見た集落自治の可能性と課題―令和 6 年能

登半島地震における輪島市の事例

（2）」 第 11 回震災問題研究交流会（社会

学系 4 学会連合）2025 年 3 月 23 日（於：

早稲田大学）． 
・坪井塑太郎（2025）「長野県上伊那地域

における孤立可能性集落の現状と災害時対

応に関する研究」第 11 回震災問題研究交

流会（社会学系 4 学会連合）2025 年 3 月

23 日（於：早稲田大学）． 
  
 
Ｆ．知的財産権の出願・登録状況 

 

１．特許取得 

特になし 

 

２．実用新案登録 

特になし 

 

３．その他 

特になし
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図
表

1
-
1-
1
.能

登
半

島
地

震
及

び
豪

雨
水
害
の

事
例
調
査

：
石
川

県
①

石
川
県
災
害
対
策

本
部

D
MA

T
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム

J
MA

T
日
本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム

D
PA

T
災
害
派
遣
精
神
医
療

チ
ー
ム

D
HE
AT

災
害
時
健
康
危
機
管
理

支
援
チ
ー
ム

J
RA

T
日
本
災
害
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

支
援
協
会

歯
科
医
療
救
護
班

保
健
師

看
護
師

薬
剤
師

介
護
福
祉
士

お
よ
び
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー

1
.5
次
、
二
次
避
難
所
等

対
応

1
/4

:保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
会
議
（
第
1回

）

1
/1
: 
県
庁
内
に
支
援
室

立
ち

上
げ
。
能
登
総
合
病
院
1、

県
立
中
央
病
院
1、

能
登
総
合
病

院
2の

合
計

4チ
ー
ム
派
遣

1
/2
: 
追
加
で
県
内

5チ
ー
ム
派
遣

（
活
動
9チ

ー
ム
）
、
他
県

DM
AT
が

多
数
県
内
入
り

1
/3

1ま
で
に
:
 累

計
1
07

3チ
ー
ム
派

遣
。
傷
病
者
搬
送
、
入
院
患
者
避
難
、

病
院
支
援
、
避
難
所
・
高
齢
者
施
設

の
調
査
等
を
実
施

1
/3
: 
県
医
師
会
が
道
路
状
況
改

善
後
の
派
遣
調
整
開
始

1
/5
: 
チ
ー
ム
派
遣
開
始

1
/3

1ま
で
に
:
 累

計
2
41
チ
ー

ム
派
遣

1
/2
: 
DP
AT
調
整
本
部
立
ち
上
げ
、

能
登
総
合
病
院
に
県
内
先
遣
隊
2

チ
ー
ム
派
遣

1
/4
: 
石
川

DP
AT
2チ

ー
ム
、
県
外
DP
AT
3

チ
ー
ム
を
追
加
派
遣

1
/3

1ま
で
に
:
 累

計
1
39
チ
ー

ム
派
遣
、
避
難
所
で
の
心
の

ケ
ア
を
実
施

1
/4
: 
滋
賀
県
、
熊
本
県
、
富
山
県
か
ら

支
援
チ
ー
ム
入
り

北
海
道
、
和
歌
山
県
、
岐
阜
県
、
沖
縄
県
、
栃

木
県
、
愛
知
県
、
群
馬
県
等
が
加
わ
り
、
1
/3

1
ま
で
に
1
8チ

ー
ム
が
活
動

1
/8
: 
避
難
所
の
住
環
境
整
備
の
た
め
活

動
開
始

1
/3

1ま
で
に
:
 累

計
1
38
チ
ー
ム
派
遣
、
避
難
所

で
の
住
環
境
の
応
急
的
整
備
や
リ
ハ
ビ
リ
支
援

を
実
施

1
/7
: 
県
歯
科
医
師
会
が

2チ
ー
ム

を
避
難
所
に
派
遣

1
/3

1ま
で
に
:
 累

計
3
0

チ
ー
ム
派
遣

1
/2
: 
能
登
中
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に
県

庁
か
ら
保
健
師
2名

派
遣

1
/3
: 
能
登
北
部
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
に

保
健
師
等
2名

追
加
派
遣

そ
の
後
:
 県

内
外
か
ら
多
数
の
保
健
師
を
被
災
市
町
、
県
保
健
福
祉
セ

ン
タ
ー
、
1
.5
次
避
難
所
に
派
遣
継
続

1
/5
: 
県
内
の
災
害
支
援

ナ
ー
ス
派
遣
開
始

1
/1

2:
 全

国
か
ら
看
護

師
派
遣
開
始

1
/3

1ま
で
に
:
 の

べ
3
,2
12
人
派
遣

1
/7
: 
県
薬
剤
師
会
が
奥
能
登
地
区
被

災
市
町
へ
の
派
遣
開
始

1
/3

1ま
で
に
:
 の

べ
1
,8
46
人
派
遣

1
/1
: 
16
:0
6設

置

1
/1

2:
 1
.5
次
避
難
所
に
お
け
る
要
配

慮
者
の
受
入
れ
体
制
強
化
の
た
め
派

遣
開
始

そ
の
後
、
多
数
の

派
遣
継
続

1
/1

6:
 二

次
避
難
受
入

れ
市
町
向
け
連
絡
会
実

施

1
/1

0:
 中

部
6県

に
高
齢

者
施
設
入
所
者
受
入
れ

要
請

1
/1

9:
 い

し
か
わ
総
合
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン

タ
ー
（
1
.5
次
避
難
所
）
に
県
立
中
央
病

院
の
臨
時
診
療
所
設
置

石
川
県
で
の
被
災
者
支
援
活
動
経
緯
（
2
02

4年
1月

）

能
登
半
島
地
震
に

関
す
る
情
報
（
復
旧
・
復
興
本
部
、
災
害
対

策
本
部
）
の
「
被

害
等
の
状
況
に
つ
い
て
」
か
ら
抜
粋

h
tt

ps
:/

/w
ww
.p
re
f.
is
hi
ka
wa
.l
g
.j
p/

sa
ig
ai

/2
02
40
1j
is
h

i
n-
ta
is
ak
uh
on
bu
.h
tm
l#
ho
nb
u

1
/8
か
ら

DW
AT
（
災
害
派
遣
福
祉
チ
ー
ム
）
が
1
.5
次
避

難
所
チ
ー
ム
派
遣

1
/1

0か
ら
J
DA
_D
AT
（
日
本
栄
養
士
会
災
害
支
援
チ
ー

ム
）
が
1
.5
次
避
難
所
に
栄
養
士
派
遣

1
/8
: 

1.
5次

避
難
所
開
設
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在
宅

避
難

者
の

生
活
状
況
把
握
事
業

（
20
2
4年

2月
〜

6月
）

被
災

高
齢

者
等

の
見
守

り
に

つ
い

て
(
在
宅

高
齢

者
等

の
把

握
)
 
-

石
川

県
h
t
t
p
s
:
/
/w
w
w
.
p
re
f
.
i
s
hi
ka
w
a
.
l
g
.
jp
/
c
h
i
ji
/
k
i
s
ya
/r
6
_
7
_
2
4
/d
o
c
u
m
en
t
s
/
2
40
72
4
_
s
i
r
y
ou
.
p
d
f

2
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3

被
災
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

〇
今
回
の
災
害
の
特
徴
と
し
て
、
イ
ン
フ
ラ
4
点
（
道
路
、
水
道
、
電
気
、
通
信
）

が
途
絶
寸
断
、
本
格
復
旧
に
時
間
を
要
す
る
中
、
避
難
所
以
外
の
場
所
へ

広
域
的
に
避
難

〇
災
害
関
連
死
の
防
止
に
は
、
避
難
所
以
外
で
避
難
生
活
を
送
る
被
災
者
の
把
握
、

支
援
が
重
要

〇
各
主
体
(
被
災
市
町
、
県
、
民
間
支
援
団
体
等
）
が
各
々
で
取
得
し
た
被
災
者
の

情
報
共
有
が
困
難

特
に
被
害
が
甚
大
な
６
市
町
（
七
尾
市
、
輪
島
市
、
珠
洲
市
、
志
賀
町
、
穴
水
町
、

能
登
町
）
の
被
災
者
台
帳
を
支
援
す
る
た
め
被
災
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築

被
災
者
の
現
在
の
所
在
地
、
要
配
慮
事
項
（
介
護
等
）
、
支
援
の
実
施
状
況
等
を

関
係
者
が
管
理
・
共
有
す
る
こ
と
で
、
支
援
の
重
複
や
漏
れ
防
止
に
つ
な
が
り
、

被
災
者
の
援
護
を
総
合
的
か
つ
効
率
的
に
実
施

＊
2/
19
知
事
記
者
会
見
資
料
よ
り

（
ht
tp
s:
//
ww
w.
pr
ef
.i
sh
ik
aw
a.
lg
.j
p/
jo
ho
se
i/
do
cu
me
nt
s/
re
fe
re
nc
e3
_d

is
as
te
r_
vi
ct
im
_d
at
ab
as
e_
co
ns
tr
uc
ti
on
.p
df
）

被
災
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
稼
働
状
況

・
６
市
町
の
人
口
約
1
2
4
,
7
0
0
人
の
う
ち
、
約
6
2
,
9
0
0
人
を
登
録
（
3
/
2
7
時
点
）

・
避
難
所
の
避
難
者
名
簿
、
り
災
証
明
書
の
発
行
状
況
等

約
3
8
,
4
0
0
人

・
1
.
5
、
2
次
避
難
所
の
避
難
者
名
簿
、
L
I
N
E
、
来
た
ら
タ
ッ
チ
登
録
者
等

約
2
6
,
0
0
0
人

・
在
宅
高
齢
者
等
へ
の
個
別
訪
問
情
報

約
5
,
0
0
0
人

・
義
援
金
（
特
別
給
付
分
）
の
登
録
状
況

約
1
4
,
6
0
0
人

＊
4/
1知

事
記
者
会
見
資
料
よ
り
、
UR
Lは

同
上

・
現
在
、
６
市
町
で
専
用
端
末
を
用
い
て
被
災
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
ア
ク
セ
ス
し
、

市
町
で
必
要
な
情
報
を
収
集
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4

被
災
者
見
守
り
・
相
談
支
援
等
事
業
、
石
川
県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー

7
月
以
降
、
仮
設
住
宅
や
自
宅
へ
の
移
行
に
伴
い
被
災
者
の
孤
立
が
懸
念
さ
れ
る

⇒
「
被
災
者
見
守
り
・
相
談
支
援
等
事
業
」
に
よ
り
、
見
守
り
体
制
を
強
化

・
個
別
訪
問
に
よ
り
、
世
帯
の
状
況
や
健
康
状
態
等
を
聞
き
取
り

・
被
災
者
の
状
況
を
整
理
し
、
支
援
方
針
を
検
討

・
支
援
制
度
や
医
療
・
介
護
な
ど
の
関
係
支
援
機
関
を
紹
介

・
訪
問
先
：
建
設
型
仮
設
住
宅
約
6
,
7
0
0
戸
、
み
な
し
仮
設
住
宅
約
3
,
8
0
0
戸
、

（
孤
立
化
の
お
そ
れ
の
あ
る
）
在
宅

石
川
県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー

・
2
0
2
4
年
7
月
1
日
、
社
会
福
祉
法
人
石
川
県
社
会
福
祉
協
議
会
内
に
石
川
県

地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
設
置

・
人
材
育
成
、
各
種
研
修
会
・
会
議
の
開
催
、
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
派
遣
、

関
係
団
体
と
の
連
絡
調
整
等
を
実
施

・
輪
島
市
で
は
石
川
県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
提
供
の
見
守
り
支
援
員
用

訪
問
研
修
動
画
を
利
用
し
て
研
修
を
実
施
中

図
1
-1

-
4．

能
登
半

島
地

震
及

び
豪

雨
水

害
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調
査
：

石
川
県
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5

輪
島

市
に
お

け
る
被
災
者
支
援
活
動

の
経
過

2
02
4年

1月
輪
島

市
保
健

医
療
福
祉
調
整
本
部
設

置
石
川

県
お
よ

び
富
山
県
が
派
遣
し
た

各
種
支

援
機

関
に

よ
る
被
災

者
支

援
活

動
社
会

福
祉
法

人
輪
島
市
社
会
福
祉
協

議
会
内

に
輪

島
市

災
害
た
す

け
あ

い
セ

ン
タ
ー
（

輪
島
市
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）
開
設

2〜
3月

2月
1
2日

〜
3月

28
日

被
災
高
齢
者

等
把
握

事
業

で
在

宅
避
難
者

の
生

活
状

況
を
把
握

訪
問

件
数
：
3,
3
80
件
（
う
ち
不
在
1,
7
70
件

）
訪

問
記

録
登
録
者
数
：
1,

64
8
⼈

活
動

内
容
：
専
門
的
な
知
識
や
ノ
ウ

ハ
ウ
を

持
つ

JC
MA
（

一
般
社

団
法

人
日
本

介
護
支
援
専
門
員
協
会
）
と
NS

K（
日
本
相
談
支
援
専
門
員
協
会
）

が
主

な
訪
問
ス
タ
ッ
フ
と
な
り
、
事

前
に
地

元
の

ケ
ア

マ
ネ
や
相

談
支

援
専

門
員
が
地

域
を
決
め
て
世
帯
を
訪
問

4月
〜

6月
4月

1日
〜

6月
30
日

輪
島
市
内
全
世
帯
へ
の

生
活

状
況

調
査
（
被

災
高

齢
者

等
把
握
事
業
の
一
環
と
し
て
実
施
）

・
調

査
対
象

輪
島
市
内
の
全
世
帯
（
10
,8

87
世

帯
、

20
2
4/
4
/1
現

在
）

・
調

査
期
間

20
24
年
4月

1日
〜
6月

30
日

・
調

査
人
員

調
査
員
の
べ

1,
32
7人

・
調

査
項
目

家
屋
被
害
や
健
康
状
況
に
加
え

、
支

援
履

歴
や
今
後

の
見

通
し

に
つ
い
て
総
合
的
に
調
査

・
調

査
結
果
：
有
効
回
答
数

3,
0
96
件

7月
〜

社
会

福
祉
法

人
輪
島
市
社
会
福
祉
協

議
会
内

の
輪

島
市

災
害
た
す

け
あ

い
セ

ン
タ
ー
に

お
い
て
主
に
以
下
を
実
施

・
4月

〜
6月

調
査
に
お
け
る
要
見
守

り
世
帯

へ
の

巡
回

訪
問

・
未

訪
問
世

帯
へ
訪
問
し
生
活
状
況
を
聞
き

取
り

・
9月

豪
雨

の
被
災
世
帯
約
80
0件

を
巡

回
訪
問

し
て

聞
き

取
り
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輪
島
市
内
全
世
帯
へ
の
生

活
状
況

調
査
結
果

：
災

害
ケ

ー
ス
マ
ネ

ジ
メ

ン
ト
に
基
づ
く
4象

限
分
類

6

図
1
-2

-
2．

能
登
半

島
地

震
及

び
豪

雨
水

害
の
事

例
調
査
：

輪
島
市

②

輪
島
市
に
お
け
る
能
登
半
島
地
震
で
被
災
さ
れ
た
世
帯
の
「
次
の
生
活
へ
の
移
行
」
に
向
け
た
調
査

–
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
究
所

h
tt
ps
:/
/d
iv
er
si
ty
ja
pa
n.
jp
/2
0
24

-w
aj

im
a-
re
se
ar
ch
/

＊
調
査
報
告
書
か
ら
抜
粋
（
内
容
の
詳
細
は
報
告
書
参
照
）
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0
%

1
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0%

3
0%

4
0%

5
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6
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7
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8
0%

9
0%

1
00

%

全
壊

大
規
模
半
壊

中
規
模
半
壊

半
壊

準
半
壊

準
半
壊
に
至
ら
な
い

罹
災

証
明
内

容
×
現
在
の
居
所

自
宅

（
住
民

票
住
所

）
避

難
所

仮
設

住
宅

み
な

し
仮
設

親
族
・
知
人
宅

そ
の
他

未
入
力

未
入
力

自
宅
（
住
民
票

住
所

）

避
難
所

仮
設
住
宅

み
な
し
仮
設

親
族
・
知
人
宅

0
%

1
0%

2
0%

3
0%

4
0%

5
0%

6
0%

7
0%

8
0%

9
0%

1
00

%

全
壊

大
規
模
半
壊

中
規
模
半
壊

半
壊

準
半
壊

準
半
壊
に
至
ら
な
い

罹
災

証
明
内

容
×
当
面
の
居
所

仮
設
住
宅
・
み
な
し
仮
設

自
宅

親
族
・
知
人
宅

自
宅
以
外
の
物
件
に
移
転

公
営
住
宅

そ
の
他

仮
設
住
宅
・
み
な
し

仮
設

自
宅親
族
・

知
人

宅

そ
の
他

全
壊

大
規

模
半

壊
中

規
模

半
壊

半
壊

準
半

壊
準

半
壊

に
至

ら
な

い
未

入
力

合
計

2
9
4

1
2
4

1
8
1

4
8
2

6
1
4

8
7
4

5
2
7

3
0
9
6

図
表

1
-
2-

3．
能

登
半

島
地

震
及

び
豪

雨
水
害
の

事
例
調
査

：
輪
島

市
③
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8

輪
島
市
災
害
た
す
け
あ
い
セ
ン
タ
ー

•
2
0
2
4
年
1
月
2
5
日
に
社
会
福
祉
法
人
輪
島
市
社
会
福
祉
協
議
会
内
に
設
立

•
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
班
と
見
守
り
相
談
支
援
班
が
あ
り
、
当
初
は
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
支
援
班
中
心
に
活
動

•
徐
々
に
見
守
り
相
談
支
援
班
の
活
動
が
増
え
た

•
現
在
の
構
成
は
職
員
3
名
、
支
援
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
4
名
、
支
援
相
談
員
2
1
名

•
1
日
約
1
0
人
が
自
動
車
5
台
で
巡
回
訪
問
実
施

•
4
〜
6
月
の
生
活
状
況
調
査
結
果
を
も
と
に
巡
回
計
画
を
策
定
し
、
要
見
守
り

世
帯
を
優
先
し
て
巡
回
を
実
施

•
9
月
豪
雨
災
害
で
は
直
後
か
ら
被
災
世
帯
を
巡
回
し
、
8
0
0
件
近
く
の
訪
問
記

録
作
成

•
市
内
避
難
所
に
は
約
3
0
0
人
居
住
、
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
が
生
活
支
援
活
動
実
施

•
仮
設
住
宅
は
公
益
社
団
法
人
青
年
海
外
協
力
協
会
（
J
O
C
A
)
が
生
活
支
援
活

動
実
施

•
広
報
紙
「
あ
い
ち
ゃ
ん
通
信
」
を
月
2
回
5
,
0
0
0
部
発
行
し
巡
回
時
に
手
渡
し

•
老
人
ク
ラ
ブ
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
連
絡
協
議
会
、
（
集
落
の
）
区
長
懇
談
会
等

に
出
席
し
て
情
報
共
有

•
門
前
町
、
中
心
市
街
地
、
北
部
（
町
野
地
区
等
）
で
状
況
が
大
き
く
異
な
る

•
門
前
町
、
北
部
は
区
長
や
老
人
ク
ラ
ブ
が
実
態
を
お
よ
そ
把
握
し
て
い
る
が
、

中
心
市
街
地
は
把
握
が
難
し
い

•
今
後
、
地
域
ご
と
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要

•
石
川
県
被
災
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
2
次
避
難
者
情
報
取
得
等
で
こ
れ
か
ら
活

用
の
予
定

図
表

1
-
2-

4．
能

登
半

島
地

震
及

び
豪
雨

水
害
の

事
例
調
査

：
輪
島

市
④
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9

石
川

県
輪

島
市

1月 2月
〜

6月

7月
〜

•
初
動
期
に
お
い
て
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
と
支
援
機
関
の
協
働
に
よ
り
多
面
的
で
大
量
の
支
援

リ
ソ
ー
ス
を
供
給
で
き
た

•
被
災
高
齢
者
等
把
握
事
業
に
よ
り
在
宅
避
難
者
の
生
活
状
況
把
握
が
で
き
、
要
見
守
り
被
災
者
の

抽
出
と
今
後
の
生
活
再
建
に

必
要
な
世
帯
の
住
ま
い
、
生
活
、
今
後
の
意
向
等
の
情
報
が
得
ら
れ
た

•
輪
島
市
で
は
輪
島
市
災
害
た
す
け
あ
い
セ
ン
タ
ー
が
調
査
記
録
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、
巡
回
訪
問

に
よ
る
見
守
り
体
制
が
早
期
に
確
立
で
き
、

9
月
豪
雨
に
お
い
て
も
引
き
継
い
だ
調
査
記
録
を
も
と
に
巡
回
計
画
を
立
案
し
約
8
0
0
件
の
巡
回
を

実
現
し
た

フ
ェ
ー
ズ
1
:
 
発
災
直
後
の
初
動

対
応
（

1
/
1
-1
/
3
）

→
D
M
A
T,
J
M
A
T
,D
P
A
T
,保

健
師
が

先
行

的
に
チ

ー
ム
派
遣

フ
ェ
ー
ズ
2
:
 
支
援
体
制
の
確
立

期
（
1
/
4
-
1
/7
）

→
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
会

議
に
よ

る
情
報

共
有
、
調

整
と

D
HE
A
T
等
の
支
援
開
始

フ
ェ
ー
ズ
3
:
 
専
門
職
支
援
の
展

開
期
（

1
/
8
-1
/
1
5
）

→
J
R
A
T,
歯

科
医

療
救
護
班

,
看

護
師

、
薬
剤

師
等
の
活

動
本

格
化

フ
ェ
ー
ズ
4
:
 
避
難
所
体
制
整
備
期

（
1
/
1
6
-）

→
1
.
5次

お
よ
び
二
次
避
難
所

開
設
に

伴
う
避

難
所
支
援

活
動

開
始

（
D
W
A
T,
J
D
A
_
DA
T
、
介
護
福
祉

士
、
ケ

ア
マ
ネ

ー
ジ
ャ
ー

等
）

輪
島
市
保
健
医
療
福
祉
調
整
本
部
設
置

D
M
A
T
等
の
支
援
機
関
派
遣

輪
島
市
災
害
た
す
け
あ
い
セ
ン
タ
ー
開
設

被
災
高
齢
者
等
把
握
事
業
に
よ
る

在
宅
被

災
者

へ
の
巡
回
訪
問

被
災
者
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
へ
の
巡
回

記
録
蓄

積

2
月
1
2
日
〜
3
月
2
8日

訪
問
件
数
：
3
,
3
80
件
（
う
ち
不
在
1
,7
7
0
件
）

訪
問
記
録
登
録
者
数
：
1
,
64
8
⼈

4
月
1
日
〜
6
月
3
0日

輪
島
市
内
の
全
世
帯
（
1
0,
88
7
世
帯
)調

査
有
効
回
答
数

3
,
09
6
件

被
災
者
見
守
り
・
相
談
支
援
等
事

業
石
川
県
地
域
支
え
あ
い
セ
ン
タ
ー

開
設

見
守
り
支
援
員
用
研
修
動
画
の
提

供
等

輪
島
市
災
害
た
す
け
あ
い
セ
ン
タ
ー
が
調
査
記
録

を
引
継
ぎ
、
被
災
者
見
守
り
・
相
談
支
援
等
事
業

に
よ
り
巡
回
訪
問
開
始

9
月
豪
雨
で
4
〜
6月

の
調
査
結
果
を
も
と
に
約
8
0
0

件
の
巡
回
訪
問
実
施

図
表

1
-
3．

能
登

半
島

地
震

及
び

豪
雨
水

害
の
事

例
調
査
：

ま
と
め

(石
川
県
、

輪
島

市
の

被
災

者
支

援
経

過
)

専
門

家
派

遣

事
業
実
施

支
援

記
録
の
入

力

事
業
実
施

支
援

- 139 -



図
表

2-
1．

次
の

災
害
に
お
け
る
被
災
者
支
援

の
あ

り
方

の
検
討
：

自
治

体
調

査
①
（
水

害
、
広
域
自
治
体
）

10

項
目

近
年

災
害

対
応

の
経

験
体

制
の
構
築

保
健
医
療
チ
ー
ム
等

の
派
遣

県
庁

内
の
部

局
調
整

や
プ
ロ

セ
ス

被
災

市
町
村

と
連

絡
窓
口

や
諸

施
策
の

調
整

各
地
域
の
事
情
に

応
じ
、
役
割
を
調

整
の
有
無

職
能
団
体
､
N
P
O
と
の
連
携

被
災
者
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
考

え
方

県
地
域
支
え
合
い
セ
ン

タ
ー
の
設
立
と
閉
鎖

広
島

県

2
0
1
4
年

8月
豪

雨
、

2
0
1
8
年

7月
豪

雨

保
健
医
療
調
整

本
部
→
こ
こ

ろ
ケ
ア
チ
ー
ム
、

県
支
え
合
い
セ

ン
タ
ー

有
。
D
M
A
T、

災
害
時

公
衆
衛

生
チ
ー
ム
、

D
P
A
T、

医
療
救

護
班
、

M
AT
、

保
健
師
、
薬
剤

師
、
災
害
支
援
ナ
ー

、
口
腔

ケ
ア
、
栄
養
管
理
、

リ
ハ
ビ

リ
、
こ
ど
も
支
援
チ

ー
ム
な

ど

県
庁

の
復
興

本
部
、

企
画
管

理
系

で
調
整

、
復
興

本
部
会

議
で

決
定

被
災

市
町
と

の
連

絡
窓
口

と
諸

施
策
の

調
整

は
、
各

部
署

と
各
市

町
が

連
絡

一
般
的
な
市
町
と

中
核
市
と
同
列
に

対
応

地
域
共
生
社
会
推
進
課
が

士
業
団
体
と
締
結
。
他
の

大
部
分
の
協
定
は
危
機
管

理
課
。
弁
護
士
な
ど
は
、

相
談
員
が
直
接
に
連
絡
し

た
事
例
も
あ
る

災
害
当
初
は
難
し
か
っ
た
。

専
門
職
間
で
引
き
継
い
で
い

る
が
、
情
報
伝
達
が
切
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
し
か

し
、
保
健
師
は
県
内
で
繋

が
っ
た
た
め
、
当
初
か
ら
の

被
災
者
か
ら
と
つ
な
が
り
が

あ
る
ケ
ー
ス
も
多
い

2
0
1
8
年
9月

開
設
〜

2
0
2
1
年
3月

末
閉
鎖
。

県
地
域
共
生
社
会
推
進

課
が
運
営

愛
媛

県
2
0
1
8
年

7月
豪

雨

災
害
医
療
対
策

部
と
保
健
福
祉

対
策
部
で
設
置

＝
保
健
医
療
調

整
本
部
の
機
能

→
県
支
え
合
い

セ
ン
タ
ー

有
。
D
M
A
T、

保
健
所

職
員
、

県
医
師
会
、
県
看
護

協
会
、

県
薬
剤
師
会
、
日
本

赤
十
字

社
愛
媛
県
支
部
、
日

本
災
害

医
学
会
、
県
看
護
協

会
災
害

支
援
ナ
ー
ス
、
厚
生

労
働
省

D
M
A
T
ロ
ジ
ス
テ
ィ
ッ

ク
チ
ー

ム
、
日
本
集
団
災
害

学
会

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
サ

ポ
ー
ト

チ
ー
ム
な
ど

保
健

福
祉
部

は
支
え

合
い
セ

ン
タ

ー
、
災

害
支
援

を
担
当

し
た

部
局
と

、
住
居

の
確
保
、

物
資

、
災
害

救
助
法

の
適
応
、

生
活

再
建
支

援
金
な

ど
を
調

整

保
健

福
祉
課

が
被

災
市
町

と
の

連
絡
窓

口
や

諸
施
策

の
調

整

各
市
の
状
況
に
応

じ
て
微
調
整

具
体
的
な
派
遣
な
ど
は
市

長
が
独
自
で
提
携
先
と
連

絡

支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
の
運
営

は
初
め
て
だ
っ
た
た
め
、
災

害
の
見
通
し
な
ど
を
立
っ
た

の
が
難
し
か
っ
た
。
当
初
全

戸
訪
問
の
人
的
リ
ソ
ー
ス
が

足
ら
な
か
っ
た

2
0
1
8
年
9月

開
設
〜
継

続
中
。
愛
媛
県
社
会
福

祉
協
議
会
に
委
託

熊
本

県

2
0
1
6
年

熊
本

地
震

、
2
0
2
0
年

7月
豪

雨

保
健
医
療
調
整

本
部
（
福
祉
も

含
め
た
調
整
）

→
県
支
え
合
い

セ
ン
タ
ー

有
。
D
M
A
T、

J
M
A
T、

日
赤
救

護
班
、
災
害
支
援
ナ

ー
ス
、

D
H
E
A
T
、
保

健
師
、
災
害
薬
事

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

、
熊
本

D
C
A
T
、
D
PA
T
な
ど

健
康

づ
く
り

推
進
課

は
避
難

所
へ

の
医
療

的
な
支

援
、
県

内
保

健
師
な

ど
応
援

派
遣
を

担
当

。
業
務

衛
生
課

は
災
害

薬
事

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

タ
ー
な

ど
を

担
当
。

地
域
支

え
合
い

支
援

室
は
熊

本
D
CA
T
の
派
遣
、

支
え

合
い
セ

ン
タ
ー

を
担
当
。

障
が

い
者
支

援
課
は

被
害
者

な
ど

の
心
の

ケ
ア
を

担
当
。

同
じ
対
応

こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー

な
ど
の
専
門
職
派
遣
は
市

町
村
で
調
整
を
行
い
、
現

場
レ
ベ
ル
で
連
携

当
初
か
ら
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

は
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
が
、

人
手
が
足
り
ず
、
当
初
か
ら

の
実
施
は
困
難
。
情
報
収
集

は
フ
ェ
ー
ズ
ご
と
に
異
な
る

の
で
、
継
続
し
た
情
報
収
集

が
難
し
か
っ
た
。
個
々
の
団

体
と
情
報
共
有
で
き
る
仕
組

み
づ
く
り
が
必
要

2
0
2
0
年
8月

開
設
〜
継

続
中
。
熊
本
県
社
会
福

祉
協
議
会
に
委
託
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図
表

2-
2
-1
．

次
の
災
害
に
お
け
る
被
災
者
支

援
の

あ
り

方
の
検
討

：
自

治
体

調
査
②
（

水
害
、
基
礎
自
治
体
）

11

基
礎
自
治
体
間
の
比
較

広
島
市

呉
市

宇
和
島

市
西
予
市

人
吉
市

八
代
市

災
害

直
後

の
対

応
な

ど
近

年
災

害
対
応

の
経

験
2
0
1
4年

8月
豪

雨
、

20
1
8年

7月
豪

雨
2
0
1
8年

7月
豪

雨
2
0
1
8年

7月
豪

雨
2
0
1
8年

7月
豪

雨
2
0
1
6年

熊
本

地
震

、
2
0
20
年

7

月
豪

雨

2
0
1
6年

熊
本

地
震

、
2
0
20
年

7
月

豪
雨

医
療

福
祉
支
援

活
動

保
健

師
が

避
難

所
避

難
者

、
在
宅

避

難
者

を
お

訪
問

。
被

災
者

支
援
相

談

窓
口

開
設

D
M
A
T、

JM
A
T、

日
本
赤
十

字
社
医

療

救
護
班
、

コ
ー
デ

ィ
ネ
ー

ト
班
、

国

立
病
院
機

構
災
害

医
療
セ

ン
タ
ー

、

M
S
F、

地
域
災

害
医
療

コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー

、
市
医

師
会
、

災
害
拠

点

病
院

3
病
院
、

災
害
協

力
病
院

2病
院

な
ど
が
活

動
。
全

避
難
所

へ
の
保

健

師
の
巡
回

相
談

県
内
外
の

保
健
師

、
D
H
EA
Tが

避
難
所
及

び
全
戸

を
訪

問
、

調

査
。
保
健

師
や
災

害
支

援
ナ

ー

ス
、
栄
養

士
、
宇

和
島

医
師

会
、

歯
科
医
師

・
歯
科

衛
生

士
が

支

援
。
災
害

総
合
相

談
窓

口
を

開

設

両
市

立
病

院
、

市
保

健
医

療
対

策

部
、

市
医

師
会

、
八

幡
浜

保
健

所
、

各
団

体
の

連
絡

会
議

、
医

師
の

巡

回
医

療
相

談
や

DV
T診

察
、

市
保

健
師

、
栄

養
士

、
歯

科
衛

生
士

、

災
害

支
援

ナ
ー

ス
が

避
難

所
巡

回
。

要
支

援
者

へ
訪

問
や

電
話

で
安

否

確
認

D
M
A
T、

日
赤

救
護

所
、

DP
A
T、

応
援

保
健

師
、

DC
A
T災

害
支

援

ナ
ー

ス
、

自
衛

隊
、

支
援

保
健

師
チ

ー
ム

に
よ

る
在

宅
訪

問
、

D
H
E
AT
、

J
R
AT
、

市
歯

科
医

師

会
な

ど
。

被
災

者
支

援
を

担
当

す
る

部
署

は
被

災
者

支
援

対
策

課

総
務

企
画

部
が

住
基

人
口

ベ
ー

ス
に

基
づ

き
、

坂
本

地

域
全

世
帯

の
安

否
確

認
、

避

難
先

を
調

査
。

保
健

師
の

健

康
調

査

巡
回

調
査
の
調

査
様

式
・
用
紙

用
紙

の
統

一
が

な
か

っ
た

が
、
8
区

で
健

康
調

査
し

た
保

健
師

の
記
録

様

式
は

あ
り

、
保

健
師

が
管

理
。

統
一
の
調

査
用
紙

が
あ

る
宮

城
県

と
宇

和
島

市
保

健
所

の

シ
ー

ト
を

参
考

、
様

式
を

変
更

各
支

援
団

体
が

独
自

の
調

査
用

紙
や

聞
取

り
に

て
調

査
。

市
は

住
ま

い
に

つ
い

て
の

聞
き

取
り

を
実

施

各
事

業
の

用
紙

が
あ

る
、

統

一
の

も
の

が
な

い

情
報

共
有
、
管

理

健
康

推
進

課
は

全
体

状
況

を
把
握

、

市
の

シ
ス

テ
ム

の
共

有
フ

ォ
ル
ダ

で

管
理

。
避

難
所

や
D
MA

Tか
ら
個
別

ケ
ー

ス
の

情
報

は
電

話
の

み
で
対

応
。

件
数

や
人

数
な

ど
の

統
計

数
値
を

共

有
。

被
災

者
支

援
に

関
す

る
情

報
を

災
害

対
策

本
部

の
中

の
救

護
部

医
療

班
（

救
護

部
救

護
班

医
療

担
当

）
で

取
り

ま
と

め
、

医
療

班
は

市
の

保
健

師
を

中
心

に
配

置

災
害

対
策

本
部

会
議

で
情

報

を
随

時
に

共
有

支
援

地
域
の
選

定
と

支
援
世
帯

数

被
害

が
大

き
い

4区
と

近
隣

の
広

範

な
地

区
を

回
っ

た
。

支
援

世
帯
（

訪

問
＋

相
談

の
件

数
）

は
1,
7
19
世

帯

で
2
,3

2
6人

（
8月

末
ま

で
）

吉
浦
・
阿

賀
・
川

尻
・
天

応
地
区

で

全
戸
を
訪

問
。
全

戸
訪
問

の
訪
問

件

数
は

2
,
05
3件

、
そ
の

う
ち
面
会

支

援
件
数
は

1
,0

0
6件

避
難
行
動

要
支
援

者
名

簿
登

録

者
及
び
独

居
高
齢

者
5
7
5人

、

避
難
所
及

び
浸
水

地
域

3,
7
32

人
の
健
康

状
態
な

ど
を

聞
き

取

り
調
査
。

そ
の
後

、
全

戸
訪

問

を
行
い
、

2
73

名
を

ア
セ

ス
メ

ン
ト
し
た

被
害

が
大

き
い

野
村

町
野

村
地

域

を
中

心
に

、
浸

水
区

域
内

の
世

代

を
全

戸
訪

問
。

要
フ

ォ
ロ

ー
者

は

継
続

訪
問

。
6
9
4世

帯

市
内

全
域

（
球

磨
川

本
流

及
び

支
川

流
域

）
の

3,
3
98

世
帯

球
磨

川
の

本
流

沿
い

の
被

害

が
大

き
か

っ
た

、
本

流
沿

い

の
世

帯
か

ら
調

査
。

聞
き

取

り
が

6
6
9人

、
継

続
支

援
が

必
要

な
人

は
地

域
包

括
に

情

報
を

提
供

。
坂

本
町

地
域

は
、

全
壊

か
ら

一
損

ま
で

の
家

屋

被
害

が
43
0棟

、
1
5
05
世

帯

が
被

災

- 141 -
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次
の

災
害
に
お
け
る
被
災
者
支

援
の

あ
り

方
の
検
討

：
自

治
体

調
査
②
（

水
害

、
基
礎
自
治
体
）

12

広
島
市

呉
市

宇
和

島
市

西
予
市

人
吉
市

八
代
市

地
域

支
え

合
い

セ
ン
タ

ー

設
立
の
経

緯
、

体
制

H
2
6災

害
対

応
体

制
に

参
考

、
各

区
の

地
域

支
え

合
い

課
で

対
応

被
害

の
大

き
い
天

応
及
び

安
浦

地
区

の
2
か
所
に

拠
点

を
置

き
、
呉
市

社
会
福

祉
協

議
会

（
5
人
体
制

で
）

に
委

託

他
自
治
体

の
事
例

や
助
言

を
参
考

に
設

置
。
宇
和

島
市
地

域
支
え

合
い
セ

ン
タ

ー
、
新

生
活
再

建
支
援

プ
ロ
グ

ラ
ム
、

地
域
つ
な

が
り
新

生
活
見

守
り
支

援
プ

ロ
グ
ラ
ム

。
初
期

は
8
人
、
セ
ン

タ
ー
長

、
副

セ
ン
タ

ー
長
、

管
理
者

、
コ
ー

デ
ィ

ネ
ー
タ
ー

、
生
活

支
援
相

談
員
。

兼
務

が
2人

、
全
員

が
常
勤

応
援
の
自

治
体

の
助

言
を

受
け

、
仮

設
住
宅
に

入
居

開
始

の
タ

イ
ミ

ン
グ

に
合
わ
せ

て
開

設

3
2
名

体
制

：
セ

ン
タ

ー
長

1名
、

主
任

生
活

支
援

相
談

員
1名

、
生

活
支

援
相

談
員

7
名

、
事

務
員

1名
、

主
任

地
域

生
活

相
談

員
1名

、
地

域
生

活
相

談
員

2
0

名
、

事
務

員
1
名

で
開

始
。

20
23

年
2月

時
点

は
29

人
の

体
制

と
な

っ
た

。

主
任

1
名

（
社

会
福

祉
協

議
会

か
ら

兼
務

）
、

生
活

支
援

相
談

員
8名

（
常

駐
）

の
体

制

担
当
主
体

各
区

地
域

支
え

合
い

課
市

福
祉

社
会
協
議

会
市

福
祉
社

会
協
議

会
市

福
祉
社

会
協

議
会

市
福

祉
社

会
協

議
会

市
福

祉
社

会
協

議
会

支
援
対
象

世
帯

数
、
選

定
方

法
、
支

援
方

法

3
1
1世

帯
。

支
援

の
判

断
は

各
区

の
支

え
合

い
課

支
援

対
象

世
帯
数

は
2
8
4

世
帯

、
支

援
実
施

回
数
は

延
べ

8
0
52
回

の
り
災
証

明
書
を

出
し
た

1
78

0世
帯
を

支
援
対
象

者
と
し

た
。
現

在
重
層

的
支

援
対
象
が

1
5世

帯

り
災
証
明

発
行

世
帯

と
家

屋
一

部
損

壊
の
世
帯

も
す

べ
て

訪
問

。
保

健
師

巡
回
に
よ

る
6
9
4世

帯
の

デ
ー

タ
を

共
有

し
、
ピ

ー
ク

時
（

2
0
20
年

）
で

支
援

世
帯
が

7
27

件
、

閉
所

時
が

25
世

帯
、

延
べ

2
0
,9
7
0件

訪
問

。
常

勤
7人

で
開

始

支
え

合
い

支
援

対
象

世
帯

数
は
3
,
2
77

世
帯

。
市

の
被

災
情

報
シ

ス
テ

ム
よ

り
抽

出
し

た
被

災
者

デ
ー

タ
を

支
え

合
い

セ
ン

タ
ー

シ
ス

テ
ム

に
登

録
。

支
援

員
が

訪
問

な
ど

を
実

施
し

た
上

で
、

支
援

対
象

世
帯

数
を

選
定

地
域

支
え

合
い

セ
ン

タ
ー

で
は

、
り

災
証

明
ベ

ー
ス

で
対

象
。

支
援

対
象

は
、

一
部

損
壊

も
含

む
4
49

世
帯

と
、

救
助

法
対

象
の

36
世

帯
、

合
わ

せ
て

4
82
世

帯
。

現
在

、
約

2
00

世
帯

が
終

了

支
援
対
象

世
帯

ア
セ
ス

メ
ン

ト
の
方

法
、

頻
度

実
施

方
法

、
判

定
方

法
な

ど
は

区
の

会
議

で
決

定
。

課
職

員
の

応
援

も
受

け
な

が
ら

訪
問

。
訪

問
の

頻
度

は
個

別
の

ケ
ー

ス
に

よ
り

随
時

す
ま
い
の

再
建
状

況
で
支

援
の
要

不
要

を
決
定
＋

す
ま
い

は
大
丈

夫
で
も

不
安

が
あ
る
世

帯
に
つ

い
て
は

今
後
の

見
守

り
の
要
不

要
を
判

断
。
生

活
の
基

盤
は

な
お
っ
た

が
、
負

傷
し
た

状
況
に

つ
い

て
の
判
断

基
準
が

な
か
っ

た
。
判

定
は

そ
の
時
の

状
況
に

よ
っ
て

相
談
し

て
そ

の
場
で
決

定
。
病

気
、
お

金
、
生

活
で

き
る
か
、

見
ら
れ

る
人
な

ど
も
判

断
の

ポ
イ
ン
ト

住
宅
再
建

の
見

通
し

が
立

っ
た

時
点

で
見
守
り

が
終

了
と

し
、

支
援

策
の

パ
ン
フ
レ

ッ
ト

を
配

布

月
1回

に
支

援
対

象
全

世
帯

を
訪

問
し

、
高

齢
者

や
障

が
い

者
が

月
1回

以
上

。
4

区
分

で
訪

問
時

に
得

た
状

況
に

沿
っ

て
ス

シ
テ

ム
に

入
力

。
み

な
し

仮
設

を
訪

問
す

る
地

域
生

活
支

援
員

は
、
2
人

1組
1
0
班

の
体

制
で

巡
回

。
建

設
型

仮
設

を
訪

問
す

る
生

活
支

援
相

談
員

は
、

2人
1

組
5班

の
体

制
で

巡
回

ダ
イ

バ
ー

シ
テ

ィ
研

究
所

調
査

結
果

を
参

考
に

、
家

屋
の

状
況

、
生

活
状

況
、

福
祉

や
医

療
に

関
す

る
こ

と
、

住
ま

い
の

見
通

し
な

ど
の

状
況

を
ふ

ま
え

、
生

活
再

建
支

援
に

必
要

な
資

源
や

情
報

を
検

討
し

支
援

。
12

月
中

旬
で

被
災

者
の

所
在

が
概

ね
把

握
。

2
0
21
年

3月
ご

ろ
に

大
体

訪
問

が
で

き
た

様
式
・
用

紙
作

成
、
デ

ー
タ

の
管
理

市
の

シ
ス

テ
ム

ア
セ
ス
メ

ン
ト
の

様
式
が

あ
る

様
式
や
用

紙
が

な
か

っ
た

が
、

相
談

員
が
メ
モ

を
作

成

ケ
ー

ス
に

よ
っ

て
は

情
報

共
有

を
図

っ
た

。
そ

れ
と

は
別

に
、

保
健

師
が

支
え

合
い

セ
ン

タ
ー

と
共

有
し

た
方

が
良

い
と

思
っ

た
と

こ
ろ

が
情

報
を

提
供

見
守
り
判

定
、

終
了
判
定

方
法

訪
問

記
録

を
用

い
て

見
守

り
終

了
を

判
断

。
継

続
支

援
の

必
要

性
は

上
司

が
保

健
師

の
報

告
を

確
認

し
て

判
断

。
判

定
が

随
時

支
援
の
継

続
や
終

了
の
判

断
は
、

市
と

社
会
福
祉

協
議
会

で
訪
問

計
画
を

検
討
。

生
活
再
建

プ
ロ
グ

ラ
ム
を

作
っ
て

か
ら

は
月
1
回
で
実

施

見
守
り
完

了
は

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

を
開

催
し
て
決

め
た

。
完

了
判

定
基

準
は

特
に
定
め

な
か

っ
た

「
自

己
再

建
し

た
こ

と
」

、
「

被
災

に
関

す
る

困
り

事
が

な
い

こ
と

」
の

2つ
の

側
面

か
ら

判
定

を
行

い
、

被
災

者
支

援
対

策
課

と
共

有
し

て
終

了
。

最
近

は
、

相
談

員
が

そ
の

都
度

で
相

談
し

な
が

ら
行

う
こ

と
も

あ
る

が
、

月
1回

の
共

有
会

議
も

設
け

て
い

る
。

相
談

員
は

2週
間

１
回

、
1
、

2ヶ
月

に
1

回
程

度
な

ど
で

、
見

守
り

の
頻

度
を

判
定

。
自

宅
の

再
建

が
で

き
て

も
、

世
帯

構
成

、
高

齢
や

独
居

な
ら

訪
問

が
必

要
で

支
援

終
了

に
し

て
い

な
い

。
健

康
福

祉
課

が
主

催
の

判
定

を
検

討
す

る
会

議
は

月
一

回
に

開
催

し
、

支
援

相
談

員
も

同
席
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図
表

2-
3．

次
の

災
害
に
お
け
る
被
災
者
支
援

の
あ

り
方

の
検
討
：

自
治

体
調

査
③
（
地

震
、

広
域
自
治
体
）

13

項
目

近
年

災
害
対

応
の

経
験

体
制
の
構
築

保
健
医
療
チ

ー
ム
等

の
派

遣
県

庁
内

の
部

局
調
整

や
プ

ロ
セ
ス

被
災

市
町
村

と
連
絡

窓
口

や
諸
施

策
の
調

整

各
地
域
の
事
情
に
応
じ
、

役
割
を
調
整
の
有
無

職
能
団
体
、
N
P
Oと

の
連
携

被
災
者
ア
セ
ス
メ
ン

ト
の
考
え
方

県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
の

設
立
と
閉
鎖

熊
本

県
平

成
2
8
年
熊

本
地

震
（

2
01
6

年
）

医
療
救
護
調
整

本
部

有
。
D
M
A
T、

D
P
A
T、

医
療

救
護
班
、
D
C
A
T
、
保

健
師

薬
剤
師
、
災
害

派
遣

福
祉

チ
ー
ム
な
ど

県
庁

の
復
旧

・
復
興

本
部

で
調
整

、
復

旧
・

復
興
本

部
会
議

で
決

定

被
災

市
町
と

の
連
絡

窓
口

と
諸
施

策
の
調

整
は

、
各
部

署
と
各

市
町

が
連
絡

一
般
的
な
市
町
と
中
核

市
と
同
列
に
対
応

介
護
支
援
専
門
協
会

等
の
職
能
団
体
、
全

国
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
支
援
団
体
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
(
JV
O
A
D
)
 の

連
携
体
制
構
築

健
康
福
祉
部
健
康
福

祉
政
策
課
が
市
町
村

の
地
域
支
え
合
い
セ

ン
タ
ー
運
営
を
支
援

2
0
1
6
年
1
0月

1
5
市
町

村
で
開
設

、
そ
の
後
順
次
閉
所
し
2
0
2
3年

3
月

末
益
城
町
地
域
支
え
合
い
セ
ン

タ
ー
閉
所

熊
本
県
社
会
福
祉
協
議
会
に
熊

本
県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー

支
援
事
務
所
設
置

北
海

道
平

成
3
0
年
北

海
道

胆
振

東
部

地
震

（
2
0
1
8年

）

医
療
救
護
調
整

本
部

有
。
D
M
A
T、

D
P
A
T、

J
M
A
T

D
C
A
T
、
D
HE
A
T
、
医

師
・

保
健
師
、
北
海

道
心

の
ケ

ア
チ
ー
ム
な

ど

北
海

道
D
MA
T
調
整
本

部
か

ら
医
療

救
護
調

整
本

部
に
移

行
し
、

D
M
A
T
隊

、
日

赤
D
MA
T
、

自
衛

隊
、
保

健
福
祉

部
、

厚
生
労

働
省
、

D
P
A
T
、

小
児
周
産
期

リ
エ

ゾ
ン
等

が
参
加

3
町

医
療
救

護
調
整

本
部

が
厚
真

町
、
安

平
町

、
む
か

わ
町
と

調
整

有
。
保
健
分
野
で
の
連

携
、
避
難
所
運
営
の
協

力
（
厚
真
町
）

北
海
道
社
会
福
祉
協

議
会
、
北
海
道
Ｎ
Ｐ

Ｏ
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
と
の
協
働

道
と
し
て
の
対
応
無

し

北
海
道
に
よ
る
地
域
支
え
合
い

セ
ン
タ
ー
の
設
立
無
し
（
厚
真

町
で
震
災
２
年
後
に
町
独
自
で

支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
設
立
）

大
阪

府
大

阪
府

北
部

地
震

(
2
0
1
8年

）
保
健
医
療
調
整

本
部

有
。
D
M
A
T、

D
P
A
T、

J
R
A
T

日
赤
救
護
班
、

D
HE
A
T
、

保
健
師
、
精

神
保
健

福
祉

士
な
ど

政
策

企
画
部

危
機
管

理
室

が
災
害

対
策
本

部
を

調
整

各
部

署
と
各

市
町
が

連
絡

各
部
署
と
各
市
町
が
連

絡
し
て
調
整

住
宅
、
法
律
、
金
融

の
専
門
家
に
よ
る

「
住
ま
い
の
ケ
ア
・

専
門
家
チ
ー
ム
」
派

遣
、
お
お
さ
か
災
害

支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

（
O
S
N
）
等

府
と
し
て
の
対
応
無

し
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
の
設

立
無
し
（
大
阪
府
、
茨
木
市
と

も
）

石
川

県
令

和
6
年
能

登
半

島
地

震
（

2
0
2
4
年
）

保
健
医
療

福
祉
調
整
本

部

有
。
D
M
A
T調

整
本
部

、
D
H
E
A
T
（
保
健

所
支

援
）
、
D
PA
T
調

整
本

部
、

日
本
赤
十
字
社

、
医

師
会
（

J
M
A
T）

、
看
護
協

会
（
災
害
支
援

N
s）

、
J
R
A
T
、
D
WA
T
な

ど

石
川

県
災
害

対
策
本

部
内

に
健
康

福
祉
部

長
を

本
部
長

と
し
て

保
健

医
療
福

祉
調
整

本
部

を
設
置

し
情
報

共
有

、
派
遣

調
整
等

を
定

期
的
に

会
議
を

開
催

し
て
実

施

輪
島

市
で
は

輪
島
市

保
健

医
療
福

祉
調
整

本
部

と
県
対

策
本
部

が
調

整

各
部
署
と
各
市
町

が
連
絡
し
て
調
整

被
災
高
齢
者
等
把
握

事
業
で
N
PO
、
職
能
団

体
（
日
本
介
護
支
援

専
門
員
協
会
、
日
本

相
談
支
援
専
門
員
協

会
）
等
と
協
働

被
災
高
齢
者
等
把
握

事
業
の
避
難
者
宅
訪

問
に
お
い
て
被
災
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
実

施

石
川
県
地
域
支
え
あ
い
セ
ン

タ
ー
を
設
立
し
市
町
の
地
域
支

え
あ
い
セ
ン
タ
ー
を
支
援
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図
表

2-
4
-1
．

次
の

災
害
に
お
け
る
被
災
者
支

援
の

あ
り

方
の
検
討

：
自

治
体

調
査
④
（

地
震
、
基
礎
自
治
体
）

14

益
城
町

厚
真
町

茨
木
市

輪
島
市

災
害
直

後
の
対

応
な
ど

地
震
災
害
対
応

の
経
験

平
成
2
8
年
熊
本
地
震
（
2
0
1
6
年
）

平
成
3
0
年
北
海
道
胆
振
東
部
地
震

（
2
0
1
8
年
）

大
阪
府
北
部
地
震
(
2
0
1
8
年
）

令
和
6
年
能
登
半
島
地
震
（
2
0
2
4
年
）

医
療
福
祉
支
援

活
動

•
D
M
A
T
、
D
P
A
T
、
医
療

救
護
班
、

D
C
A
T
、
保
健
師
、
薬
剤
師
、
災
害
派

遣
福
祉
チ
ー
ム
等
が
巡
回

•
 
町
役
場
保
健
師
が
地
域
巡
回

(
4
/
2
2
〜
4
/
2
7
)

•
5
月
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
究
所
ア

セ
ス
メ
ン
ト
(
1
2
4
3
回
答
/
2
6
8
6
訪

問
）

•
D
M
A
T
、
D
P
A
T
、
保
健
師
の
派
遣
（
厚

労
省
支
援
）

•
 
厚
真
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
拠
点

に
避
難
所
等
巡
回
（
9
/
6
〜
2
5
）

•
 
北
海
道
が
健
康
相
談
班
、
災
害
支
援

ナ
ー
ス
、
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
等
を
避
難
所

へ
派
遣
（
9
/
6
〜
1
2
/
2
1
）

•
 
北
海
道
が
生
活
相
談
員
・
介
護
職
員

等
か
ら
な
る
D
C
A
T
を
派
遣

•
 
発
災
当
日
よ
り
、
市
（
公
衆
衛
生

活
動
班
）
、
保
健
所
、
日
本
赤
十
字
社

が
連
携
し
て
、
避
難
所
巡
回
保
健
指
導

や
避
難
所
衛
生
管
理
巡
回
指
導
等
を
実

施 •
2
5
団
体
の
自
主
防
災
会
が
災
害
対
応

実
施
（

安
否
確
認
1
8
団
体
、
避
難
所

設
営
1
2
団
体
）

•
7
〜
8
月
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
究
所
ア

セ
ス
メ
ン
ト
(
9
1
3
回
答
/
2
2
5
0
訪
問
）

・
発
災
直
後
よ
り
輪
島
市
保
健
医
療
福
祉
調
整
本

部
設
置

・
D
M
A
T
調
整
本
部
、
D
H
E
A
T
（
保
健
所
支
援
）
等

の
支
援
機
関
派
遣
チ
ー
ム
受
け
入
れ

・
2
〜
3
月
に
被
災
高
齢
者
等
把
握
事
業
で
要
支
援

被
災
者
へ
の
巡
回
訪
問
実
施

・
4
〜
6
月
で
市
内
全
世
帯
へ
の
被
災
者
ア
セ
ス
メ

ン
ト
実
施

・
輪
島
市
災
害
た
す
け
あ
い
セ
ン
タ
ー
に
て
巡
回

訪
問
に
よ
る
見
守
り
活
動
実
施

巡
回
調
査
の
調

査
様
式
・
用
紙

・
統
一
的
な
調
査
用
紙
は
な
か
っ

た ・
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
究
所
ア
セ
ス

メ
ン
ト
は
調
査
票
あ
り

各
団
体
の
書
式
を
使
用

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
究
所
ア
セ
ス
メ

ン
ト
は
調
査
票
あ
り
。

4
〜
6
月
で
市
内
全
世
帯
へ
の
被
災
者
ア
セ
ス
メ
ン

ト
シ
ー
ト
有
り

7
月
以
降
の
訪
問
巡
回
は
独
自
ア
セ
ス
メ
ン
ト

シ
ー
ト
で
実
施

情
報
共
有
、
管

理

災
害
対
策
本
部
会
議
で
情
報
を
随

時
共
有

災
害
対
策
本
部
会
議
で
情
報
を
随
時
共

有

災
害
対
策
本
部
会
議
で
情
報
を
随
時

共
有

災
害
対
策
本
部
会
議
お
よ
び
保
健
医
療
福
祉
調
整

本
部
会
議
で
情
報
を
随
時
共
有

支
援
地
域
の
選

定
と
支
援
世
帯

数

町
内
全
域
1
3
,
4
5
5
世
帯

(
2
0
1
6
/
3
/
3
1
)

町
内
全
域
2
,
1
8
1
世
帯
（
2
0
1
8
/
8
/
3
1
）

市
内
全
域
1
2
5
,
3
5
4
世
帯

（
2
0
1
8
/
5
/
3
1
）

市
内
全
域
1
0
,
8
8
7
世
帯
（
2
0
2
4
/
4
/
1
現
在
）
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図
表

2-
4
-2
．

次
の
災
害
に
お
け
る
被
災
者
支

援
の

あ
り

方
の
検
討

：
自

治
体

調
査
④
（

地
震

、
基
礎
自
治
体
）

15

益
城
町

厚
真
町

茨
木
市

輪
島
市

生
活

再
建
支

援

支
援
機
関
設

立
の
経
緯
、

体
制

・
益
城
町
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
開
設

（
2
0
1
8
/
1
0
/
1
〜
2
0
2
3
/
3
/
3
1
）

・
生
活
再
建
支
援
課
が
社
協
に
委
託

・
社
協
が
仮
設
住
宅
居
住
者
支
援
を
N
P
O
等

に
再
委
託
（
キ
ャ
ン
ナ
ス
熊
本
、
熊
本

Y
M
C
A
,
ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
、
よ
か
隊

ネ
ッ
ト
）

・
特
定
非
常
災
害
に
は
適
用
さ
れ
ず
、
仮

設
住
宅
が
最
長
2
年
と
な
っ
た

・
そ
の
間
、
「
あ
つ
ま
型
」
住
ま
い
再
建
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
個
別
相
談
体
制
、
住

ま
い
再
建
サ
ポ
ー
ト
チ
ー
ム
等
を
構
築

・
2
年
後
、
町
社
協
で
厚
真
町
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
、
生
活
支
援
体
制
整
備
事
業
、

ラ
イ
フ
サ
ポ
ー
ト
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
の
3
つ
を

合
わ
せ
て
「
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
」
の
機
能

を
持
た
せ
た

・
市
で
避
難
所
体
制
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
結

成
：
避
難
者
の
自
立
支
援
（
7
/
2
〜
8
/
6
）

・
市
で
復
興
支
援
総
合
案
内
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
結
成
：
「
復
興
支
援
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
」

と
相
談
（
7
/
1
1
〜
8
/
3
1
）

・
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
被
災
者
の

ケ
ア
を
実
施
（
6
/
2
5
〜
9
/
2
8
）

・
｢
大
阪
府
北
部
地
震
地
域
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
｣

を
設
置
し
､
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

等
に
よ
る
相
談
を
実
施
（
6
/
2
5
-
1
2
/
2
8
）

・
2
0
2
4
年
1
月
輪
島
市
災
害
た
す
け

あ
い
セ
ン
タ
ー
開
設

・
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
班
と
見
守

り
相
談
支
援
班
が
あ
り
、
当
初
は
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
支
援
班
中
心
に
活
動

・
7
月
よ
り
巡
回
訪
問
実
施

・
9
か
ら
1
0
月
に
9
月
豪
雨
被
災
世

帯
巡
回
訪
問
約
8
0
0
件

担
当
主
体

生
活
再
建
支
援
課
、

益
城
町
社
会
福
祉
協
議
会

ま
ち
づ
く
り
推
進
課
、

厚
真
町
福
祉
社
会
協
議
会

市
役
所
各
部
署
、

市
福
祉
社
会
協
議
会

福
祉
課
、

輪
島
市
社
会
福
祉
協
議
会

支
援
対
象
世

帯
数
、

選
定
方
法
、

支
援
方
法

建
設
型
仮
設
住
宅
1
,
4
6
5
戸

借
上
型
仮
設
住
宅
1
,
4
0
4
戸

在
宅
（
り
災
「
半
壊
」
以
上
）
3
,
6
1
2
戸

合
計
6
,
4
8
1
戸

・
仮
設
住
宅
を
再
委
託
団
体
、
在
宅
世
帯

を
社
協
が
担
当

・
「
あ
つ
ま
型
」
住
ま
い
再
建
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
支
援
対
象
世
帯
は
応
急
仮
設
住
宅
1
8
3

戸
、
そ
の
他
未
修
繕
の
家
屋
に
居
住
の
在
宅

世
帯

・
戸
別
訪
問
お
よ
び
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実

施

市
内
全
域
1
2
5
,
3
5
4
世
帯
（
2
0
1
8
/
5
/
3
1
）

に
対
し
、
各
種
支
援
制
度
、
相
談
機
関
の
広
報
を

行
い
、
問
合
せ
・
相
談
等
に
対
処
し
た
。

市
内
全
域
（
1
0
,
8
8
7
世
帯
、

2
0
2
4
/
4
/
1
現
在
）

避
難
所
、
仮
設
住
宅
、
在
宅
被
災

者
に
巡
回
訪
問
等
に
よ
る
見
守
り
実

施

支
援
対
象
世

帯
ア
セ
ス
メ

ン
ト
の
方
法
、

頻
度

・
在
宅
避
難
者
は
罹
災
証
明
書
ベ
ー
ス
で

訪
問
し
、
地
区
ご
と
に
全
戸
調
査
を
実
施

・
仮
設
住
宅
は
定
期
的
に
相
談
員
が
実
際

に
訪
問
。
途
中
か
ら
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
に
移
行
し
退
去
ま
で
支
援

生
活
相
談
支
援
員
（
L
S
A
）
が
訪
問
に
よ

る

見
守
り
を
通
じ
て
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
随
時
実

施
し
た
。

・
生
活
再
建
支
援
に
関
す
る
市
で
の
ア
セ
ス
メ
ン

ト
は
実
施
な
し
。

・
「
大
阪
府
北
部
地
震
地
域
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
」
を
設
置
し
在
宅
避
難
世
帯
へ
の
長
期
支
援

を
実
施
。

2
0
2
4
年
4
〜
6
月
に
市
内
全
戸
に
ア

セ
ス
メ
ン
ト
実
施
、
9
〜
1
0
月
に
9
月

豪
雨
被
災
者
に
ア
セ
ス
メ
ン
ト
実
施

様
式
・
用
紙

作
成
、
デ
ー

タ
の
管
理

・
社
協
が
委
託
先
を
巡
回
し
て
U
S
B
で
支

援
者
デ
ー
タ
共
有

・
県
の
シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
社
協
と
支
え

合
い
セ
ン
タ
ー
で
共
有

・
役
場
と
C
D
R
O
M
で
各
世
帯
の
生
活
再
建

デ
ー
タ
を
毎
月
共
有

ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
有
り
（
内
閣
府
の

災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
関
す
る
取
組

事
例
集
掲
載
）
。

生
活
再
建
支
援
に
関
す
る
市
で
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト

は
実
施
な
し
。

ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
有
り

ク
ラ
ウ
ド
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
管
理
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図
表

2-
4
-3
．

次
の
災
害
に
お
け
る
被
災
者
支

援
の

あ
り

方
の
検
討

：
自

治
体

調
査
④
（

地
震

、
基
礎
自
治
体
）

16

益
城
町

厚
真
町

茨
木
市

輪
島
市

見
守
り
判
定
、

終
了
判
定
方

法

・
判
定
を
定
期
的
に
隔
週
で
行
っ
た

・
支
援
終
結
の
定
義
は
社
協
で
作
成
し
7
項

目
中
3
項
目
ク
リ
ア
で
終
結
（
2
0
1
8
年
8
月

か
ら
）

毎
月
、
コ
ア
メ
ン
バ
ー
会
議
を
開
催
し
4
象

限
で
判
定
を
行
っ
た
。
「
生
活
再
建
可
能

世
帯
」
以
外
は
継
続
支
援
を
実
施
し
た
。

・
生
活
再
建
支
援
に
関
す
る
市
で
の
ア
セ

ス
メ
ン
ト
は
実
施
な
し
。

・
継
続
し
た
支
援
者
が
０
件
と
な
っ
た
こ

と
を
も
っ
て
地
域
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
体

制
を
終
了
(
1
2
/
2
8
)

週
1
回
の
ケ
ー
ス
会
議
で
決
定

他
機
関
と
の

連
携

支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
再
委
託
先
の
N
P
O
団

体
等
、
熊
本
県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー

支
援
事
務
所
（
県
社
協
内
）
と
連
携
し
、

情
報
共
有
等
を
図
っ
た
。

「
あ
つ
ま
型
」
住
ま
い
再
建
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
と
し
て
、
町
内
・

関
係
部
署
、
専
門
家
（
例
：
弁
護
士

、
司

法
書
士
、

建
築
士
、
宅
建
士
、
金
融
機
関
、

N
P
O
 
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
等
）
、
そ
の
他

関
係
機
関
例
：
国
土
交
通
省
北
海
道
開
発

局
が
支
援
し
た
。

市
社
会
福
祉
協
議
会
災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
、
N
P
O
等
の
支
援
を
受

け
た
。

在
宅
避
難
者
を
支
援
対
象
と
し
、
仮
設
住
宅
支
援

は
青
年
海
外
協
力
協
会
（
J
O
C
A
)
が
支
援
を
担
当

支
え
合
い
セ

ン
タ
ー
の
体

制
変
更

当
初
の
仮
設
住
宅
を
再
委
託
団
体
、
在
宅

世
帯
を
社
協
が
担
当
す
る
体
制
を
閉
所
ま

で
続
け
た
。

当
初
2
年
間
は
「
あ
つ
ま
型
」
住
ま
い
再
建

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
実
施
し
、
そ
の
後
、
町
社

協
独
自
で
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
を
設
立
し

た
。

支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
の
開
設
な
し
。

輪
島
市
災
害
た
す
け
あ
い
セ
ン
タ
ー
の
見
守
り
相

談
支
援
班
が
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
の
機
能
を
果
た

す

広
域
自
治
体

と
の
関
係

・
熊
本
県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
支
援

事
務
所
と
連
携
し
た

・
見
守
り
結
果
の
登
録
シ
ス
テ
ム
は
県
の

シ
ス
テ
ム
を
導
入
し
た

保
健
分
野
で
の
連
携
、
避
難
所
運
営
へ
の

協
力
が
あ
っ
た
。

借
上
型
応
急
仮
設
住
宅
、
み
な
し
仮
設
住

宅
の
提
供
が
あ
っ
た
。

石
川
県
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
支
援
事
務
所
と

連
携
し
た
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図
表

2-
5．

次
の

災
害
に
お
け
る
被
災
者
支
援

の
あ

り
方

の
検
討
⑤

：
自

治
体

調
査
分
析

結
果

17

災
害
当
初
の
対
応

体
制
、
支
援
活
動
に
つ
い
て
（
水
害
）

•
個
々
の
部
署
で
要
請
、
調
整
を
行
っ
た
こ
と

が
多
か
っ
た
が
、
被
災
者
支
援
を
担
当
す
る
専
門
部
署
を
設
置
し
た
自
治
体
が
あ
る
。

•
被
災
者
の
安
否
確
認
は
、
住
民
基
本
台
帳
デ

ー
タ
を
活
用
し
た
自
治
体
が
あ
る
。
全
戸
訪
問
や
電
話
確
認
の
よ
う
な
方
法
が
使
わ
れ
た
。

•
多
く
の
自
治
体
は
、
調
査
の
記
入
用
紙
が
統

一
さ
れ
て
い
な
く
、
各
々
の
業
務
、
チ
ー
ム
が
独
自
の
用
紙
を
使
用
し
て
い
る
。

•
ほ
ぼ
全
て
の
自
治
体
で
被
害
が
大
き
い
地
域

を
対
象
に
全
戸
訪
問
で
調
査
を
実
施
し
た
。
そ
の
中
、
災
害
対
応
経
験
が
あ
る
自
治
体
は
早
く
悉
皆
調
査
の
調
整
が
で
き
た
。

地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て
（
水
害
）

•
広
島
市
は
、
2
0
1
4
年
豪
雨
災
害
の
後
に
、
地

域
支
え
合
い
課
を
整
備
し
て
お
り
、
2
0
1
8
年
豪
雨
で
は
、
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
を
開
設
せ
ず
各
区
の
地
域
支
え
合
い
課
が
日
常
業
務
を
兼
務
し

な
が
ら
災
害
業
務
も
担
当
し
た
。
そ
の
他
の

自
治
体
は
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
委
託
し
た
。

•
宇
和
島
市
は
、
地
域
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
の

開
設
と
と
も
に
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
も
編
成
し
、
新
生
活
再
建
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
、
地
域
つ
な
が
り
新
生
活
見
守
り
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
を

取
り
組
ん
で
い
た
。

•
ア
セ
ス
メ
ン
ト
方
法
は
、
過
去
の
被
災
地
や

ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
究
所
調
査
結
果
を
参
考
し
た
自
治
体
が
あ
る
。
4
象
限
に
分
け
て
評
価
、
判
断
す
る
自
治
体
も
あ
る
が
、
現
場
の
状
況
に

沿
っ
た
判
断
、
調
整
も
多
い
。

•
支
援
対
象
に
つ
い
て
は
、
被
災
情
報
シ
ス
テ

ム
を
用
い
デ
ー
タ
を
抽
出
し
た
自
治
体
も
あ
る
。
ま
た
、
罹
災
証
明
発
行
で
は
な
い
世
帯
も
、
家
族
構
成
や
生
活
面
の
困
り
ご
と
が
あ
れ
ば
支

援
対
象
に
な
る
ケ
ー
ス
も
あ
り
、
災
害
救
助

法
対
象
外
を
含
む
こ
と
も
あ
る
。

•
見
守
り
終
了
の
判
定
は
、
基
準
が
な
い
自
治

体
が
多
い
が
、
住
ま
い
の
再
建
が
で
き
た
ら
終
了
と
判
断
し
た
自
治
体
が
あ
る
。
終
了
判
断
の
方
法
は
、
訪
問
時
の
状
況
に
沿
い
、
随
時
に
相

談
員
と
相
談
し
、
会
議
で
検
討
す
る
プ
ロ
セ

ス
が
多
か
っ
た
。

災
害
当
初
の
対
応
体
制
、
支
援
活
動
に
つ
い
て
（
地
震
）

•
災
害
当
初
か
ら
保
健
師
、
D
M
A
T
、
D
P
A
T
等
の

派
遣
を
受
け
、
避
難
所
等
の
巡
回
を
行
っ
て
い
る
。

多
く
の
自
治
体
は
、
調
査
の
記
入
用
紙
が
統

一
さ
れ
て
い
な
く
、
各
々
の
業
務
、
チ
ー
ム
が
独
自
の
用
紙
を
使
用
し
た

•
全
て
の
自
治
体
で
被
害
が
大
き
い
地
域
を
対

象
に
全
戸
訪
問
で
調
査
を
実
施
し
た
。
う
ち
益
城
町
、
茨
木
市
に
お
い
て
は
発
災
１
〜
２
か
月
後
に
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研
究
所
が
被
害
甚
大
地

域
の
悉
皆
調
査
を
実
施
し
、
調
査
結
果
を
市

町
に
提
供
し
た
。
厚
真
町
は
町
全
戸
（
約
2
,
0
0
0
世
帯
）
を
保
健
師
と
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で
訪
問
し
た
。

•
石
川
県
に
お
い
て
は
初
動
期
に
お
い
て
保
健

医
療
福
祉
調
整
本
部
と
支
援
機
関
の
協
働
に
よ
り
多
面
的
で
大
量
の
支
援
リ
ソ
ー
ス
を
供
給
で
き
た

•
石
川
県
に
お
い
て
被
災
高
齢
者
等
把
握
事
業

に
よ
り
在
宅
避
難
者
の
生
活
状
況
把
握
が
で
き
た

地
域
支
え
合
い
セ

ン
タ
ー
に
つ
い
て
（
地
震
）

•
益
城
町
は
、
生
活
再
建
支
援
課
が
町
社
会
福

祉
協
議
会
（
以
下
、
町
社
協
）
に
委
託
し
、
仮
設
住
宅
分
を
民
間
5
団
体
に
再
委
託
、
在
宅
世
帯
分
を
町
社
協
が
担
当
し
た
。
2
0
1
8
年
1
0
月
1
日

〜
2
0
2
3
年
3
月
3
1
日
で
開
設
。
罹
災
証
明
書

ベ
ー
ス
で
訪
問
し
地
区
ご
と
に
ロ
ー
ラ
を
か
け
た
が
結
果
的
に
全
戸
訪
問
し
た
。

•
厚
真
町
は
、
発
災
後
２
年
で
仮
設
住
宅
を
解

消
し
、
そ
の
後
に
町
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
を
開
設
し
た
。
災
害
ケ
ー
ス
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
基
づ
く
訪
問
調
査
は
仮
設

住
宅
解
消
ま
で
に
実
施
し
、
４
象
限
分
類
で

判
定
を
行
っ
た
。
仮
設
を
出
た
世
帯
を
支
え
合
い
セ
ン
タ
ー
で
見
守
り
を
続
け
た
。

•
茨
木
市
は
、
復
興
支
援
総
合
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
、
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
、
大
阪
府
北
部
地
震
地
域
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
て
プ
ル
型
の
支
援
を
行
っ
た
。
ダ
イ
バ
ー
シ
テ
ィ
研

究
所
で
被
害
甚
大
地
域
の
悉
皆
調
査
を
行
い

、
全
市
の
被
害
状
況
推
計
や
今
後
の
防
災
体
制
の
提
言
の
基
礎
資
料
と
し
た

•
輪
島
市
で
は
輪
島
市
災
害
た
す
け
あ
い
セ
ン

タ
ー
が
調
査
記
録
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
、
巡
回
訪
問
に
よ
る
見
守
り
体
制
が
早
期
に
確
立
で
き
た

- 147 -



18

図
表

2
-
6
-
1
(
1
)
．

次
の

災
害

に
お

け
る

被
災

者
支

援
の

あ
り

方
の

検
討

：
支

援
施

策
･
手

法
の

検
討

①
：

各
時

期
に

お
け

る
被

災
者

支
援

施
策

・
手

法
一

覧
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図
表

2
-
6
-
1
(
2
)
．

次
の

災
害

に
お

け
る

被
災

者
支

援
の

あ
り

方
の

検
討

：
支

援
施

策
･
手

法
の

検
討

①
：

各
時

期
に

お
け

る
被

災
者

支
援

施
策

・
手

法
一

覧 19

時
期

名
称

概
要

実
績

適
合

す
る
災
害
種
別
や
地
域

特
性

長
所

短
所

初
動

期
保

健
医

療
福
祉
調

整
本

部
災
害
初
動
期
の

情
報

共
有
、
方

針
決
定
・
調
整

全
て

の
広
域

自
治
体

、
一
部
基

礎
自

治
体

災
害

対
策
本
部
が
設
置
さ
れ

る
大

規
模
災
害

支
援
機
関
等
と
の
迅
速
な
情
報

共
有
、
方
針
決
定
・
調
整

初
動

期
支

援
機

関
に
よ
る

被
災

地
派
遣

医
療
、
福
祉
等

支
援

機
関
が
被

災
地
の
医
療
機
関
、

避
難
所
等

へ
チ
ー
ム
派
遣

全
て

の
広
域

自
治
体

、
基
礎
自

治
体

主
に

災
害
対
策
本
部
が
設
置

さ
れ

る
大
規
模
災
害

迅
速
な
対
応
に
よ
る
初
動
期
の

被
災
者
支
援
に
適
合

・
被
災
者
へ
の
応
対
記
録
の
一
元
化
、

後
の
活
用
ま
で
整
備
で
き
て
い
な
い

・
在
宅
避
難
者
へ
の
ｱ
ﾌ
ﾟ
ﾛｰ
ﾁ難

し
い

初
動

期
域

外
避

難
地
域
イ
ン
フ
ラ
が
途

絶
し
た
被

災
者
等
が
被
災
地
外

へ
避
難

令
和

6
年
能
登
半
島
地
震
で
石

川
県

が
1
.5
次

､
2次

避
難
所
設

置
地

域
イ
ン
フ
ラ
や
交
通
が
途

絶
し
た
地
域
の
要
支
援
者
等

被
災
者
の
安
全
確
保
や
健
康
維

持
が
可
能

帰
還
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
が
十
分
整
っ

て
い
な
い

生
活

再
建
移

行
期

被
災

者
ア
セ
ス
メ

ン
ト

巡
回
訪
問
に
よ

る
被

災
者
の
生

活
実
態
調
査

調
査

基
礎
自

治
体
で

何
ら
か
の

方
法

で
実
施

1
万

世
帯
程
度
で
は
実
施
実

績
あ

る
が
（
輪
島
市
）
、
そ

れ
以

上
は
規
模
的
に
難
し
い

被
災
者
の
生
活
状
況
の
詳
細
情

報
が
得
ら
れ
、
今
後
の
生
活
再

建
支
援
に
つ
な
が
る

調
査
規
模
が
大
き
く
な
る
と
運
営

（
調
査
員
、
事
務
局
、
資
金
）
が
困

難

生
活

再
建
移

行
期

被
災

高
齢
者
等
把

握
事

業
巡
回
訪
問
に
よ

る
被

災
者
の
生

活
実
態
把
握
に
当
制

度
を
利
用

石
川

県
等

大
規

模
災
害
で
被
災
者
把
握

が
難

し
い
状
況

大
規
模
な
被
災
者
の
生
活
実
態

把
握
が
可
能

訪
問
員
の
募
集
、
巡
回
等
の
事
業
形

成
を
短
期
間
で
行
う
の
は
難
し
い

生
活

再
建
移

行
期

被
災

者
デ
ー
タ

ベ
ー

ス
各
種
被
災
者
情

報
の

一
元
化

石
川

県
全

て
の
災
害
で
利
用
可
能

被
災
者
情
報
の
一
元
的
な
管
理

試
用
段
階
の
た
め
運
用
や
登
録
情
報

の
検
討
必
要

生
活

再
建
期

被
災

者
生
活
再
建

機
関

（
全
般
）

一
般
的
に
地
域

支
え

あ
い
セ
ン

タ
ー
を
開
設
し
被
災

者
の
生
活

再
建
を
支
援
、
被
災
者

見
守
り
・

相
談
支
援
事
業
の
利
用

が
多
い

多
く

の
広
域

自
治
体

、
基
礎
自

治
体

基
礎

自
治
体
の
規
模
で
は
数

万
世

帯
程
度
ま
で
は
適
合
可

能

D
C
M
に
基
づ
く
被
災
者
の
生
活

再
建
支
援
が
可
能

災
害
や
地
域
特
性
に
適
合
す
る
運
営

方
法
等
の
整
備
が
不
十
分

生
活

再
建
期

被
災

者
生
活
再
建

機
関

（
単
独
型
）

基
礎
自
治
体
の

社
会

福
祉
協
議

会
が
主
に
運
営
を
担

当
し
、
地

域
支
え
あ
い
セ
ン
タ
ー

と
し
て
活

動

多
く

の
基
礎

自
治
体

、
広
域
自

治
体

で
の
設

置
有

お
よ

そ
千
世
帯
以
下
の
支
援

規
模

で
あ
れ
ば
実
施
可
能

設
立
・
運
営
が
比
較
的
容
易

支
援
世
帯
規
模
が
大
き
く
な
る
と
対

応
難
し
い

生
活

再
建
期

被
災

者
生
活
再
建

機
関

（
民
間
団
体

と
の

協
働
型
）

基
礎
自
治
体
の

社
会

福
祉
協
議

会
が
主
に
運
営
を
担

当
し
、
民

間
団
体
に
一
部
業
務
委

託
し
て
実

施

被
災

者
世
帯

が
多
い

自
治
体

（
益

城
町
、

輪
島
市

）
お

よ
そ
千
世
帯
を
超
え
る
場

合
、

仮
設
住
宅
と
在
宅
避
難

者
の

支
援
を
分
担
し
て
実
施

大
規
模
な
被
災
世
帯
に
対
応
で

き
る
（
益
城
町
で
は
約
6
50
0

戸
）

社
会
福
祉
協
議
会
等
と
民
間
福
祉
団

体
と
の
運
営
方
針
の
調
整
等
が
難
し

い

生
活

再
建
期

被
災

者
生
活
再
建

機
関

（
自
治
体
内

に
設

置
型
）

基
礎
自
治
体
内

に
地

域
支
え
合

い
課
等
の
部
署
を
設

置
広

島
市

（
支

え
合
い

課
）

規
模

の
大
き
い
自
治
体
で
広

範
囲

に
被
害
が
発
生

恒
常
的
な
支
援
の
継
続
と
自
治

体
内
で
の
対
応
迅
速
化

規
模
の
大
き
い
自
治
体
で
な
い
と
対

応
で
き
な
い

生
活

再
建
期

被
災

者
生
活
再
建

機
関

（
情
報
提
供

型
）

各
種
コ
ー
ル
セ
ン
タ

ー
や
相
談

機
関
を
設
置
し
電
話

や
施
設
へ

の
訪
問
で
対
応

茨
木

市
中

核
市
程
度
の
規
模
で
市
内

全
域
に
被
害
が
及
ぶ
場
合

市
民
全
員
を
対
象
に
し
た
支
援

情
報
提
供
可
能

直
接
的
な
支
援
は
限
ら
れ
る
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図
表

2
-
6
-
2
．

次
の

災
害

に
お

け
る

被
災

者
支

援
の

あ
り

方
の

検
討

：
支

援
施

策
・

手
法

の
検

討
②

：
施

策
・

手
法

の
有

効
範

囲

20

•
支

援
対

象
被
災

者
数

が
1
0
万

人
を

超
え

る
場

合
は
支

援
体
制

等
の
制

限
が
あ

り
、
小

中
規
模

の
施

策
を

実
施

す
る

の
は

難
し

い
。

大
規

模
な

都
市

部
で

は
居

住
面

等
で

困
難

を
抱

え
る

被
災

者
に

絞
っ
て

D
C
M
に

基
づ

い
た

支
援

を
行

い
、
徐
々

に
支
援

範
囲

を
在
宅
避

難
者
に

広
げ

て
い

く
等

の
段

階
的

な
措

置
を

と
る

こ
と

で
D
C
M
の

有
効

性
を

確
保

で
き

る
と

考
え

る
。

•
小
規

模
な

自
治

体
に

お
い

て
は

行
政

等
の

支
援

リ
ソ

ー
ス
が

限
ら
れ

て
お
り

、
外
部

か
ら
の

支
援

が
必

須
と

な
っ

て
い

る
。

広
域
自

治
体

が
災

害
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

形
成

し
て

支
援
リ
ソ
ー

ス
の
提

供
体

制
を

平
時

か
ら

構
築
し

て
お
き
、

災
害
時

に
官

民
学
の
連

携
に
よ

る
支

援
の

早
期

実
施

を
実

現
す

る
こ

と
が

必
要

で
あ

る
と

考
え

る
。

•
広
域

自
治

体
で

被
災

者
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

構
築

し
、
そ

の
発
展

形
と
し

て
広
域

自
治
体

間
で

の
支

援
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
を

形
成

す
る

こ
と

で
、

南
海

ト
ラ

フ
地

震
等

の
巨

大
災

害
に

お
い
て
も
D
C
M
が
機

能
で

き
る

素
地

づ
く

り
を

平
時
か
ら

行
う
必

要
が

あ
る
。
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図
表

2
-
6
-
3
．

次
の

災
害

に
お

け
る

被
災

者
支

援
の

あ
り

方
の

検
討

：
支

援
施

策
・

手
法

の
検

討
③

：
支

援
に

お
け

る
公

助
・

共
助

・
自

助
の

あ
り

方

21

•
初
動
期

に
お
い

て
は

公
助

の
主

体
で

あ
る
自

治
体
を
中

心
に
緊

急
・

応
急
の
被

災
者
支

援
、

住
居
・

生
活

物
資

の
提

供
が

急
務

で
あ

り
、

そ
の

役
割

は
大

変
大

き
い

。
共

助
・

自
助

に
つ

い
て

は
各

人
の

避
難

行
動

や
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
で

の
避

難
支

援
か

ら
の

安
全

確
保

が
求

め
ら

れ
る

。
D
C
M
が

適
用

で
き

る
範

囲
は

限
ら

れ
て

い
る

が
、

被
災

者
の

情
報

把
握

と
蓄
積
が

発
災
時

か
ら

可
能

に
な

る
施

策
を
あ

ら
か
じ
め

策
定
し

て
お

く
こ
と
で

、
発
災

時
か

ら
の

経
過

を
生

活
再

建
移

行
期

以
降

の
基

礎
情

報
と

し
て

活
用

で
き

る
。

•
生
活
再

建
移
行

期
に

お
い

て
は

自
治

体
に
よ

る
被
災
者

お
よ
び

地
域

の
ニ
ー
ズ

把
握
と

支
援

リ
ソ

ー
ス

提
供

が
求

め
ら

れ
、

被
災

者
個

人
の

ニ
ー

ズ
と

被
災

地
全

体
で

必
要

な
支

援
リ
ソ

ー
ス
の

総
量

把
握

が
求

め
ら

れ
る
。

そ
の
た
め

に
は
共

助
と

し
て
の
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

内
の

情
報

把
握

が
肝

要
で

、
そ

の
情

報
を

自
治

体
が

収
集

で
き

る
体

制
を

構
築

し
て

お
く

こ
と

で
必

要
な

情
報

の
補

完
が

で
き

る
。

個
人

に
お

い
て

は
生

活
再

建
に

向
け

て
の

情
報

収
集

を
行

い
、

自
治

体
等

の
支

援
リ

ソ
ー

ス
と

接
続

し
て

お
く

こ
と

が
D
C
M
の

実
施
に
お
い

て
有
効

で
あ

る
。

•
生

活
再

建
移

行
期

に
お

い
て

は
自

治
体

等
で

生
活

再
建

機
関

の
設

立
・

運
営

に
よ

る
被

災
者

へ
の

伴
走

支
援

が
本

格
的

に
な

り
、

D
C
M
本

来
の

活
動

が
公

助
と

し
て

実
施

さ
れ

る
。

従
来
の

コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
活

動
の

再
稼

働
に
加

え
、
仮
設

住
宅
や

災
害

公
営
住
宅

等
の
入

居
に

伴
い

新
た

な
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
が

形
成

さ
れ

る
時

期
で

あ
り

、
共

助
と

し
て

コ
ミ

ュ
ニ

テ
ィ
の

活
性
化

、
仮

設
住

宅
等

で
の

新
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

形
成
が

共
助

と
し
て
必

要
と
さ

れ
る

。
個

人
に

対
し

て
は

諸
々

の
支

援
メ

ニ
ュ

ー
を

活
用

し
、

生
活

再
建

に
向

け
て

の
行

動
が
求
め

ら
れ
る

。

公
助

共
助

自
助

初
動

期
緊

急
・

応
急
の
被
災

者
支
援

、
住

居
・

生
活

物
資
の
提

供
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ

で
の

避
難

支
援

避
難

行
動

生
活

再
建

移
行

期
被

災
者

お
よ
び
地
域

の
ニ
ー

ズ
把

握
と

支
援

リ
ソ
ー
ス

提
供

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ

内
の

情
報

把
握

、
自

治
体
等

と
の

情
報

共
有

生
活

再
建

に
向

け
て

の
情

報
収

集
、

支
援

リ
ソ

ー
ス

と
の

接
続

生
活

再
建

期
生

活
再

建
機
関
の
設

立
・
運

営
に

よ
る

被
災

者
へ
の
伴

走
支
援

コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ

の
活

性
化

、
仮

設
住
宅
等

で
の

新
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
形

成

支
援

リ
ソ

ー
ス

を
活

用
し

た
生

活
再

建
に

向
け

て
の

行
動
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図
表

3
-
1
．
能
登
半
島
地
震
後
の
域
外
避
難
（
1
.5
次
､2
次

）
・
仮
住
ま
い
へ
の
移
行

集
落

の
構

成
員

が
被

災
地

内
外
に
広
域
に
分
散
・
離
散

現
地

仮
設
住
宅

み
な
し

仮
設
等
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石
川

県
災
害
対
策
本
部
員
会
議
資
料
よ
り
、
入

江
作

成

•
石
川
県

内
に
お
け
る
最

大
避
難
所
数
は

4
0
4
ヶ
所
（
1
/
7
・
1
/
1
0
）
、
最
大
避
難
者
数
は

3
4
1
7
3
人
（
1
/
4
）

•
輪
島
市

内
に
お
け
る
最

大
避
難
所
数
は

1
6
7
ヶ
所
（
1
/
1
1
）
、
最
大
避
難
者
数
は

1
2
8
3
4
人
（
1
/
5
）

•
輪

島
市
は
最
大
で
人
口

〈
2
2
0
7
9
人
（
2
0
2
3
年
）
〉
の
半
分
以
上
（
6
0
%
弱
）
が
避
難
所
に
身
を
寄
せ
た

•
生

活
イ
ン
フ
ラ
の
破
壊
・
多
数
の
孤
立
集
落
⇨
関
連
死
防
止
の
観
点
よ
り
二
次
避
難
が
推
奨

図
表

3
-
2
．
能

登
半
島
地
震
後
の
避
難
者
・
避
難
所
数
と
、

1
.5
次
・
2
次
避
難
の
推
移

•
最
大
二
次
避
難
者
数
は

5
2
7
5
人
（
2
月

1
6
日
）
と
発
災
後

1
ヶ
月
半
ほ
ど
で
ピ
ー
ク
に
達
し
た

•
市
町
村
別
の
二
次
避
難
の
人
数
の
デ
ー
タ
は
不
明

•
多
様
な
手
段
と
経
路
（
陸
・
空
・
海
）
が
利
用
さ
れ
た
も
の
の
，
本
地
震
に
お
け
る
孤
立
集
落
で
の
発

災
か
ら
二
次
避
難
の
動
態
を
扱
っ
て
い
る
研
究
は
数
少
な
い

石
川
県
災
害
対
策
本
部
員
会
議
資
料
よ
り
、
入
江
作
成
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
令和6年能登半島地震では生活インフラの破壊のほか，多数の孤立集落が発生．県内では最大で3.4万人が避難を強いられたほか，インフラの破壊で現地は劣悪な避難環境に置かれたことから，関連死防止の観点から二次避難が推奨されました．
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出
典
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上
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石
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HP
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tp

s:
//

w
w

w
.p

re
f.i

sh
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み
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（
出
典
）
石
川
県

HP
：
知
事
記
者
会
見
（
令
和

6年
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19
日
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会
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資
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（
ht
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w
w
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ji/
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m
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ai
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df
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図
表

3
-
3
．
調

査
対
象
地
域
の
位
置
、
孤
立
集
落
か
ら
の

2
次
避
難
の
状
況
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
深見町の位置関係についてですが，まず輪島市が能登半島の最西端に位置しています．青で示している市内中心部から東に約8km，車で15分のところに深見町は位置しています．
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石
川
県

危
機

管
理

室
（

20
2
4）

「
令

和
6
年
能
登

半
島
地

震
に
よ

る
被
害
等

の
状

況
に

つ
い

て
(第

2
4報

：
1月

8日
1
4:

0
0）

」
h
tt

p
s:

/
/w

w
w.

pr
e
f
.i

s
hi

k
aw

a
.l

g.
j
p
/s

a
ig

a
i/

d
oc

um
e
n
ts

/
hi

g
ai

h
ou

_2
4
_
01

0
8_

1
40

0
.p

df
・

石
川
県

（
2
0
24

.6
）

「
石

川
県

創
造
的

復
興
プ

ラ
ン
ー
能

登
が
示

す
ふ
る

さ
と

の
未

来
」

・
小
田
切

徳
美

（
20

1
4）

『
農

山
村
は
消

滅
し
な

い
』
岩
波

書
店
．

・
田
中
重

好
（

20
12

）
「

災
害

へ
の
コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
・
ア
プ

ロ
ー
チ

と
コ
ミ
ュ

ニ
テ

ィ
研

究
」

『
名

古
屋

大
学

社
会

学
論

集
2
01

1』
・

稲
垣
文

彦
ほ

か
著

（
2
0
14

）
『

震
災

復
興
が

語
る
農
山

村
再
生

』
コ
モ
ン

ズ
・

林
直
樹

（
2
0
24
）

『
撤

退
と

再
興
の

農
村
戦

略
－
複
数

の
未
来

を
見
据
え

た
前

向
き

な
縮

小
』

学
芸

出
版

．
・

北
國
新

聞
（

20
24

.
1
.1

9）
「

能
登
の

寒
ブ
リ

避
難
者
に

活
力
ー

小
松
市
で

交
流

会
(粟

津
温

泉
2次

避
難

者
イ

ベ
ン

ト
)
」

．
・

増
田
寛

也
編

著
（

2
01
4）

『
地

方
消

滅
』
中

央
公
論
社

・
宮
定
章

･塩
崎

賢
明

（
2
0
12

）
復
興
土

地
区
画

整
理
事
業

に
お
け

る
権
利
関

係
･
建

物
用

途
に

着
目

し
た

再
建

動
向

に
関

す
る

研
究

－
神
戸

市
御

菅
西

地
区

に
お

け
る
ケ

ー
ス
ス

タ
デ
ィ
，

日
本
建

築
学
会
計

画
系

論
文

集
，

77
 
N
o.

 
67

3，
p
p.

60
1
-
60

7
.

・
山
下
祐

介
（

20
12

）
『

限
界

集
落
の
真

実
』
筑

摩
書
房
．

・
山
下
祐

介
（

20
14

）
『

地
方

消
滅
の
罠

』
筑
摩

書
房
．

・
山
下
祐

介
・

横
山

智
樹

編
（

2
0
24
）

『
被
災

者
発
の
復

興
論
』

岩
波
書
店

．
・

吉
野
英

岐
（

20
09

）
「

農
山

村
地
域
は

縮
小
社

会
を
克
服

で
き
る

か
」
『

地
域

社
会

学
会

年
報

』
第

21
集

．
・

吉
野
英

岐
（

20
12

）
「

東
日

本
大
震
災

後
の
農

山
漁
村
コ

ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の

変
容

と
再

生
」

『
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
政

策
』

1
0．

（
作
成
）
山
本
千
恵

調
査
３
（
図
表

3
-
1
～

3
-
3
）
の
引
用
・
参
考
文
献
・
資
料
一
覧
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参
考

資
料
１

大
規
模
災
害
か
ら
の
復
興
に
関
す
る
主

な
法
律

（
作
成
）
山
本
千
恵

※
表
示
す
る
時
期
は
、
あ
く
ま
で
重
要
と
な
っ
て
く
る
目
安

- 156 -



参
考
資
料

2
 .

士
業
に
よ
る
被
災
者
支
援
活
動
の
様
子

発
災

直
後

緊
急

対
策

期
応
急
対
策
期

（
4
日
〜

1
週
間
後
）

復
旧
・復

興
対

策
期

(1
週
間
後
〜

3
ヶ
月

後
)

復
興

支
援

期
（
3
ヶ
月

以
降

）

生
活
な
ん
で
も
相

談
会

静
岡
県
司
法
書
士
会
、
静
岡
県
土
地
家
屋
調
査

士
会
、
静

岡
県

建
築

士
会

、
静

岡
県

社
会

保
険

労
務

士
会

、
静

岡
県

不

動
産
鑑
定
士
協
会
、
静
岡
県
行
政
書
士

会
、
東

海
税

理
士

会
静

岡
県

支
部

連
合

会

法
律
や
支
援
制
度

な
ど
の

相
談

対
応

静
岡
県
司

法
書

士
会

法
律
や
支
援
制
度
な
ど
の
相
談

対
応

要
配
慮
者
の
た
め
の
罹
災
証
明
書
交

付
申

請
支

援
廃
車
手
続
き
サ
ポ
ー
ト
支
援
相

談
会

静
岡
県
行
政
書
士
会

公
的
機
関
か
ら
の

調
査

依
頼

対
応

静
岡
県
土
地

家
屋

調
査

士
会

「自
然
災
害
に
よ
る
被
災
者

の
債

務
整

理
に
関

す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
に
伴

う
不

動
産

評
価

静
岡

県
不

動
産

鑑
定

士
協

会

外
部
組
織
か
ら
の
応

援
人

員
要

請
対

応

静
岡
県
医
療
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
協

会
、
静

岡
県

社
会

福
祉
士
会
、
静
岡
県
精

神
保

健
福

祉
士

協
会

（※
）

※
静

岡
市

社
協

（
災

害
派

遣
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
）
か
ら
の
会
員
派
遣
依
頼
を
受
け
、
福
祉
ニ
ー
ズ
の
調
査
訪
問
の
支
援
に
参
加

令
和

4
年

9
月

2
3
日

の
台

風
第

1
5
号

（静
岡

県
）に

お
け
る
支

援
活

動

（
作
成
）
山
本
千
恵
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参
考
資
料

3
.
士

業
が
支
援
活
動
で
聞
く
被
災
者

の
情

報

令
和

4
年

9
月

2
3
日

の
台

風
第

1
5
号

（静
岡

県
）に

お
け
る
支

援
活

動

（
作
成
）
山
本
千
恵

- 158 -



参
考
資
料

4
-
1
.
能
登
半
島
地
震
に
お
け
る
県
支
援
策
の
動
き

（
〜

6
月
末
ま
で
）

石
川
県
災
害
対
策
本
部
会
議
資
料
よ
り

（
作
成
）
山
本
千
恵

- 159 -



（
作
成
）
山
本
千
恵

石
川
県
災
害
対
策
本
部
会
議
資
料
よ
り

参
考
資
料

4
-
2
.
能
登
半
島
地
震
に
お
け
る
県
支
援
策
の
動
き

（
〜

6
月
末
ま
で
）

- 160 -



石
川
県
災
害
対
策
本
部
会
議
資
料
よ
り
編
集

被
災

者
の

生
活
再
建
に
関
連
が
深
い
支
援
策
は
、
国
・
被
災
自
治
体
・
専
門
職
団
体
等
、
様
々
な
職
域
の
支
援
者
が
活
動
し
て
い
る

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料

4
-
3
.
能
登
半
島
地
震
に
お
け
る
県
支
援
策
の
動
き

（
〜

6
月
末
ま
で
）

石
川
県
災
害
対
策
本
部
会
議
資
料
よ
り

- 161 -



平
時

/
災
害
時

制
度

対
象

お
金

暮
ら
し

仕
事

住
ま
い

税
伴

走

平
時

生
活

保
護

制
度

生
活
困
窮
者

●
●

●
●

平
時

生
活

福
祉

資
金

貸
付

制
度

低
所
得
世
帯
、
障
害
者
世
帯
又
は
高

齢
者

世
帯

●
●

●

平
時

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付
金
制
度

ひ
と
り
親
世
帯

●
●

●

平
時

母
子

家
庭

等
医

療
費

助
成

制
度

母
子
家
庭
や
父
子
家
庭
、
両
親
の
い

な
い

児
童

等
●

平
時

乳
幼

児
等

医
療

費
助

成
制

度
こ
ど
も
医

療
費

助
成

制
度

乳
幼
児
等
・こ

ど
も
医
療
費
受
給
者
証

の
交

付
を
受

け
た
人

●

平
時

生
活

困
窮

者
自

立
支

援
制

度
生
活
困
窮
者

●
●

●
●

●

平
時

住
居

確
保

給
付

金

「離
職
」
「自

営
業
の
廃
止
」又

は
「自

己
都

合
に
よ
ら
な

い
就
業
機
会
等
の
減
少
」に

よ
り
経

済
的

に
困

窮
し
、
住

居
を
喪
失
し
て
い
る
人
又
は
住
居

を
喪

失
す
る
お
そ
れ

の
あ
る
人

●

平
時

児
童
扶
養
手
当

ひ
と
り
親
世
帯
等

●

平
時

特
別
児
童
扶
養
手
当

20
歳
未
満
で
身
体
・
知
的
も
し
く
は
精
神
に
中
程
度

以
上
の
障
害
、
長
期
安
静
が
必
要
な
病
状
に
あ
る
児

童
を
看
護
・
養
育
し
て
い
る
人

●

平
時

災
害
時

国
民
健
康
保
険
税
の
減
免

被
災
・
離
職
等
に
よ
り
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が
困

難
な
世
帯

●
●

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料

5
-
1
.
平
時
・
災

害
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
支

援
制
度
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参
考
資
料

5
-
2
.
平
時
・
災

害
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
支

援
制
度

平
時

/
災

害
時

制
度

対
象

お
金

暮
ら
し

仕
事

住
ま
い

税
伴

走

平
時

ひ
と
り
親
控
除

ひ
と
り
親
世
帯

●

平
時

災
害
時

市
民
税
の
減
免

生
活
保
護
受
給
者

納
税
が
著
し
く
困
難
な
人

災
害
に
よ
り
住
宅
・
家
財
に
損
害
を
受
け
た
人

●

平
時

災
害
時

医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
減
免

災
害
に
よ
り
大
き
な
損
害
を
受
け
た
、
ま
た
は
事
業

又
は
業
務
の
休
廃
止
・
失
業
な
ど
に
よ
り
収
入
が
著

し
く
減
少
し
、
生
活
状
態
が
困
窮
し
た
人

●

平
時

職
業
訓
練
受
講
給
付
金

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
支
援
指
示
を
受
け
て
職
業
訓
練
を

受
講
す
る
人

●
●

平
時

求
職
者
支
援
資
金
融
資
（
貸
付
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
支
援
指
示
を
受
け
て
職
業
訓
練
を

受
講
す
る
人

●

平
時

住
民
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
）

総
所
得
金
額
が
一
定
水
準
を
下
回
る
世
帯

●

平
時

住
民
税
非
課
税
世
帯
（
所
得
割
＋
均
等
割
）

総
所
得
金
額
が
一
定
水
準
を
下
回
る
な
ど
の
世
帯

●

平
時

住
宅
ロ
ー
ン
控
除

住
宅
ロ
ー
ン
の
返
済
期
間
が

10
年
以
上
あ
る
人
な
ど

●

平
時

医
療
費
控
除

支
払
っ
た
医
療
費
が
一
定
額
を
超
え
た
人

●

平
時

災
害
時

雑
損
控
除

そ
の
年
の
所
得
金
額
の
合
計
額
が

1,
00

0万
円
以
下
の

人
が
自
然
災
害
や
異
常
災
害
、
盗
難
、
横
領
等
に
よ

り
、
生
活
資
産
に
損
害
を
受
け
た
人

●

（
作
成
）
山
本
千
恵
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平
時

/
災

害
時

制
度

対
象

お
金

暮
ら
し

仕
事

住
ま
い

税
伴

走

災
害
時

所
得
税
の
軽
減
免
除

災
害
に
よ
っ
て
受
け
た
住
宅
や
家
財
の
損
害
を
受
け
た

人
●

平
時

年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

65
歳
以
上
の
老
齢
基
礎
年
金
の
受
給
者

●

平
時

障
害
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
者

●

平
時

遺
族
年
金
生
活
者
支
援
給
付
金

族
基
礎
年
金
の
受
給
者

●

災
害
時

被
災
し
た
農
業
機
械
や
格
納
庫
等
の
修
理
・

再
取
得

作
付
け
の
継
続
に
要
す
る
経
費
へ
の
助
成

被
災
農
家

●
●

災
害
時

セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
保
証

4号
適
用

被
災
し
た
中
小
企
業

●
●

災
害
時

災
害
公
営
住
宅

住
宅
に
困
窮
す
る
低
額
所
得
者

●

災
害
時

災
害
復
旧
貸
付

災
害
に
よ
り
直
接
の
被
害
を
受
け
た
人

●
●

災
害
時

災
害
復
興
住
宅
融
資
・
高
齢
者
向
け
返
済
特

例
地
震
等
の
災
害
で
住
宅
に
被
害
が
生
じ
た
旨
の
「
り
災

証
明
書
」
を
交
付
さ
れ
て
い
る
満

60
歳
以
上
の
人

●
●

災
害
時

災
害
弔
慰
金
・
災
害
弔
慰
金

生
計
維
持
者
が
死
亡
、
障
害
が
残
る
な
ど

●

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料

5
-
3
.
平
時
・
災

害
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
支

援
制
度
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平
時

/
災
害
時

制
度

対
象

お
金

暮
ら
し

仕
事

住
ま
い

税
伴

走

災
害
時

災
害
援
護
資
金

自
然
災
害
に
よ
っ
て
負
傷
や
住
居
・
家
財
の
被
害
を

受
け
た
世
帯
主

●

災
害
時

住
宅
の
応
急
修
理

災
害
に
よ
り
住
宅
が
半
壊
や
半
焼
な
ど
の
被
害
を
受

け
た
人

●

災
害
時

被
災
者
生
活
再
建
支
援
金

自
然
災
害
に
よ
り
そ
の
生
活
基
盤
に
著
し
い
被
害
を

受
け
た
人

●

災
害
時

相
続
税
の
減
免

相
続
等
に
よ
り
取
得
し
た
財
産
が
災
害
に
よ
っ
て
被

害
を
受
け
た
人

●

災
害
時

自
然
災
害
債
務
整
理
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
「
被
災

ロ
ー
ン
減
免
制
度
」

債
務
を
抱
え
て
い
る
被
災
者

●

災
害
時

災
害

AD
R

被
災
者
間
で
ト
ラ
ブ
ル
が
発
生
し
て
い
る
場
合

●

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料

5
-
4
.
平
時
・
災

害
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
活
支

援
制
度

- 165 -



平
時
の
主
な
活
動

災
害

時
の

主
な
活

動

保
健

師
•

主
に
自
治
体
（
保
健
所
・
市
区
町
村
等
）
に

勤
務

•
個
人
や
家
族
へ
の
家
庭
訪
問

•
健
康
相
談

•
集
団
へ
の
健
診
・
検
診

•
健
康
教
育
、
地
区
組
織
の
育
成
等

•
医

療
福

祉
チ
ー
ム
へ
の

参
加

•
避

難
行

動
要

支
援

者
の

安
否

確
認

•
被

災
者

一
人

一
人

へ
の

声
か
け

•
健

康
調

査
•

避
難

所
ア
セ
ス
メ
ン
ト

•
保

健
医

療
活

動
チ
ー
ム
と
の

協
働

や
受

援
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
な
ど
の
調
整

看
護

師
•

診
察
や
検
査
、
処
置
の
補
助

•
患
者
の
状
態
の
把
握

•
介
護
保
険
施
設
・社

会
福
祉
施
設
で
の
ケ
ア

•
訪
問
看
護
ケ
ア

•
学
校
や
企
業
等
で
の
保
険
相
談

•
災

害
支

援
ナ
ー
ス

•
医

療
福

祉
チ
ー
ム
へ
の

参
加

•
被

災
地

住
民

の
健

康
維

持
・
確

保
に
必

要
な
看

護
•

看
護

職
員

の
心

身
の

負
担

を
軽

減
す
る
活

動

薬
剤

師

•
病
院
や
薬
局
な
ど
に
勤
務

•
調
剤

•
服
薬
指
導

•
医
薬
品
の
在
庫
管
理
・
記
録

•
医

療
福

祉
チ
ー
ム
へ
の

参
加

•
医

療
救

護
所

や
仮

設
調

剤
所

で
の

調
剤

・
医

薬
品

適
正

使
用

•
避

難
所

で
の

公
衆

衛
生

・
メ
ン
タ
ル
ケ
ア

•
医

薬
品

集
積

所
で
の

医
薬

品
管

理
•

モ
バ
イ
ル
フ
ァ
ー
マ
シ
ー

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料

6
-
1
.
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災
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援
に
携
わ
る
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ま
ざ
ま
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専
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平
時
の
主
な
活
動

災
害

時
の

主
な
活

動

社
会

福
祉

士
•

福
祉
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

•
高
齢
者
、
障
が
い
者
、
ひ
と
り
親
、
生
活
困

窮
者
等
を
対
象
に
相
談
・
サ
ー
ビ
ス
へ
の
接

続
等
支
援
業
務

•
関
係
機
関
と
の
連
絡
・
調
整

•
避

難
所

や
仮

設
住

宅
で
の

実
態

調
査

•
生

活
再

建
に
関

す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト

•
避

難
所

・
仮

設
住

宅
等

で
の

相
談

支
援

•
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
等

の
派

遣
•

被
災

地
の

社
会

福
祉

士
の

支
援

ケ
ア
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー

•
介
護
を
必
要
と
す
る
人
に
す
る
ア
セ
ス
メ
ン

ト
（
課
題
分
析
）

•
ケ
ア
プ
ラ
ン
（
介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
書
）
の

作
成

•
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
サ
ー
ビ
ス
担
当
者

会
議

•
利

用
者

の
安

否
確

認
•

医
療
依
存
度
の
高
い
利
用
者
の
調
整
・対

応
•

介
護

保
険

施
設

（
長

期
・
短

期
）
へ
の

緊
急

入
院

・
入

所
の

調
整

•
利

用
者

ア
セ
ス
メ
ン
ト

医
療

ソ
ー
シ
ャ
ル

ワ
ー
カ
ー

•
保
健
医
療
機
関
等
で
患
者
や
家
族
で
解
決

で
き
な
い
課
題
が
あ
る
時
に
、
患
者
が
安

心
し
て
適
切
な
治
療
を
受
け
、
社
会
復
帰

が
で
き
る
よ
う
に
支
援

•
面
談
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト

•
施

設
や
病

院
の

受
け
入

れ
調

整
•

医
療

ニ
ー
ズ
の

高
い

被
災

者
の

相
談

•
入

所
者

の
移

行
支

援
•

介
護

保
険

主
治

医
意

見
書

の
作

成
支

援
•

戸
別

訪
問

・
サ
ロ
ン
活

動
な
ど

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料
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-
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平
時
の
主
な
活
動

災
害

時
の

主
な
活

動

管
理

栄
養

士
•

病
院
や
学
校
な
ど
で
の
献
立
の
作
成

•
「
食
事
せ
ん
」
に
よ
る
食
事
調
整

•
栄
養
や
食
生
活
、
食
事
と
健
康
に
関
す
る

指
導
・
助
言

•
J
D

A
-D

A
T
の

活
動

•
巡

回
栄

養
相

談
・
ア
セ
ス
メ
ン
ト

•
食

中
毒

・
感

染
症

対
策

•
緊

急
栄

養
補

給
物

資
の

支
援

精
神
保
健
福
祉
士

•
精
神
障
害
者
の
抱
え
る
生
活
問
題
や
社

会
問
題
の
解
決
の
た
め
の
援
助
や
、
社
会
参

加
に
向
け
て
の
支
援
活
動

•
日
常
生
活
訓
練
、
就
業
訓
練
の
助
言
・
支
援

•
就
労
支
援
事
業
、
地
域
移
行
支
援
活
動
、
地

域
住
民
へ
の
普
及
啓
発
活
動
な
ど

•
被

災
地

に
お
け
る
精

神
保

健
福

祉
に
関

す
る
情

報
収

集
及

び
構

成
員

等
へ
の

情
報

提
供

•
被

災
地

支
援

活
動

等
に
係

る
構

成
員

等
の

募
金

活
動

•
関

係
機

関
・
団

体
と
の

連
携

等
に
よ
る
被

災
地

支
援

活
動

弁
護

士
•

刑
事
事
件
の
被
告
人
等
の
弁
護
活
動
等

•
民
事
事
件
（
金

銭
の

貸
借
、
不

動
産
の

売
買

、
交
通
事
故
、
欠
陥
住
宅
や
医
療
過
誤
な
ど
）

•
法
律
相
談

•
和
解
・
示
談
交
渉
、
訴
訟
活
動
等

•
被

災
者

無
料

法
律

相
談

•
自

然
災

害
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
の

手
続

き
支

援
•

災
害

A
D

R
•

資
料

の
配

付
•

提
言

活
動

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料
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-
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平
時
の
主
な
活
動

災
害

時
の

主
な
活

動

司
法

書
士

•
不
動
産
や
会
社
の
登
記

•
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
民
事
訴
訟
・
和
解

・
調
停

•
専
門
職
後
見
人
と
し
て
の
支
援

•
無

料
相

談
会

、
巡

回
相

談
•

災
害

A
D

R
•

相
続

に
関

す
る
相

談
事

業

税
理

士
•

税
額
の
計
算
や
申
告
書
の
作
成

•
税
金
の
申
告
・
申
請
・
不
服
申
立
て

•
税
務
相
談

•
会
計
記
帳

•
財
産
の
運
用
・
管
理
の
ア
ド
バ
イ
ス

•
被

災
者

税
務

相
談

行
政

書
士

•
許
認
可
手
続
（
建
設
業
・
飲
食
業
等
）

•
協
議
書
の
作
成
（
遺
産
分
割
・
離
婚
等
）

•
遺
言
書
作
成
、
任
意
後
見

•
契
約
書
等
ビ
ジ
ネ
ス
文
書
の
作
成

•
無

料
相

談
•

罹
災

証
明

取
得

支
援

•
自

動
車

の
手

続
支

援
•

補
助

金
申

請
支

援
•

無
料

相
談

会
へ
の

相
談

員
派

遣

社
会
保
険
労
務
士

•
労
働
保
険
や
社
会
保
険
の
手
続

•
人
事
労
務
管
理
の
支
援

•
就
業
規
則
や
給
与
規
程
の
作
成
・
整
備

•
労
務
相
談
、
年
金
相
談

•
労
働

A
D

R

•
労

働
・
年

金
相

談
•

雇
用

労
働

問
題

、
労

働
社

会
保

険
の

相
談

（
会

社
）

•
雇

用
調

整
助

成
金

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料
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参
考
資
料

6
-
5
.
被
災
者
支
援
に
携
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
専
門
家
の
職
域

平
時
の
主
な
活
動

災
害

時
の

主
な
活

動

中
小
企
業
診
断
士

•
経
営
診
断
・
診
断
報
告
書

•
経
営
計
画
策
定
の
支
援

•
経
営
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

•
士

業
相

談
会

へ
の

参
画

土
地
家
屋
調
査
士

•
土
地
や
建
物
の
調
査
、
測
量

•
図
面
の
作
成

•
登
記
申
請
手
続
又
は
審
査
請
求
手
続

•
筆
界
特
定
制
度
で
の
意
見
陳
述

•
被

災
者

相
談

会
（
境

界
問

題
、
土

地
利

用
、

住
宅

建
築

関
係

）
•

無
料

相
談

会
へ
の

相
談

員
派

遣
•

住
家

被
害

認
定

調
査

•
土

地
の

境
界

復
元

作
業

建
築

士

•
建
築
工
事
に
必
要
な
設
計
図
書
の
作
成

（
構
造
設
計
、
設
備
設
計
、
意
匠
設
計
）

•
工
事
監
理

•
住

宅
相

談
•

被
災

家
屋

の
安

全
確

認
調

査
等

•
被

災
家

屋
の

応
急

修
理

等
へ
の

協
力

•
復

興
ま
ち
づ

く
り
計

画
の

提
案

等
•

歴
史

的
建

造
物

の
被

災
調

査
・
修

復
支

援

不
動

産
鑑

定
士

•
不
動
産
の
鑑
定
・
評
価

•
不
動
産
鑑
定
評
価
書
の
作
成

•
不
動
産
活
用
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ

•
住

家
被

害
認

定
調

査

技
術

士
•

環
境
、
機

械
、
電
気

、
土
木
、
交

通
、
情

報
等

、
2

1
分
野

•
現

地
調

査
・
復

旧
・
復

興
案

•
被

災
者

相
談

（
作
成
）
山
本
千
恵
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支
援
チ
ー
ム

役
割

D
M

A
T

災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム

•
医
師
、
看
護
師

、
業

務
調

整
員

で
構

成
•

大
規
模
災
害

や
多

傷
病

者
が

発
生

し
た
事

故
な
ど
の

現
場

に
、
急

性
期
（
お
お
む
ね

4
8
時

間
以

内
）
か
ら
活

動
•

専
門
的
な
訓
練

を
受

け
た
医

療
チ
ー
ム

JM
A

T
日

本
医
師
会
災
害
医
療
チ
ー
ム

•
日
本
医
師
会

に
よ
り
組

織
さ
れ
る
災

害
医

療
チ
ー
ム

•
現
地
の
医
療

体
制

が
回

復
す
る
ま
で
の

間
、
地

域
医

療
を
支

え
る

D
P

A
T

災
害

派
遣
精
神
医
療
チ
ー
ム

•
被
災
地
域
内

の
災

害
拠

点
病

院
等

に
D

P
A

T
 活

動
拠

点
本

部
を

設
置

•
精
神
科
医
師
、
看

護
師

、
業

務
調

整
員

で
構

成
•

精
神
保
健

医
療

ニ
ー
ズ
の

把
握

、
他

の
保

健
医

療
体

制
と
の

連
携

、
精
神
科
医
療

の
提

供
、
精

神
保

健
活

動
の

支
援

D
H

E
A

T
災

害
時

健
康
危
機
管
理
支
援

チ
ー
ム

•
被
災
都
道
府
県

の
保

健
医

療
調

整
本

部
や
保

健
所

な
ど
の

指
揮

調
整
機
能
を
支

援
•

医
師
、
薬
剤

師
、
保

健
師

、
歯

科
医

師
、
獣

医
師

、
管

理
栄

養
士

、
臨
床
検
査
技
師

等
の

専
門

職
、
業

務
調

整
員

で
構

成

J
R

A
T

災
害

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
チ
ー

ム
•

避
難
所
の
住

環
境

評
価

、
環

境
整

備
•

避
難
所
や
施
設

で
の

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
支

援
活

動

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料

6
-
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支
援

チ
ー
ム

役
割

J
D

A
T

日
本

災
害

歯
科
支
援
チ
ー
ム

•
災
害
発
生
後
お
お
む
ね

7
2
時

間
以

降
の

緊
急

災
害

歯
科

医
療

•
避
難
所
等
に
お
け
る
口

腔
衛

生
當

野
公

衆
衛

生
活

動
の

支
援

•
害
歯
科
支
援
活
動

の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

D
IC

T
災

害
時

感
染
制
御
支
援
チ
ー
ム

•
災
害
の
急
性
期
（
概

ね
4

8
 時

間
以

内
）
に
活

動
開

始
可

能
な
災

害
時
感
染
制
御
チ
ー
ム

•
避
難
施
設
等
に
お
け
る
感

染
制

御
活

動
の

支
援

D
W

A
T

災
害

派
遣

福
祉
チ
ー
ム

•
都
道
府
県
単
位
で
組

織
さ
れ
る
「
災

害
福

祉
支

援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
か

ら
派
遣
さ
れ
た
職

員
で
編

成
•

介
護
福
祉
士
、
社

会
福

祉
士

、
精

神
保

健
福

祉
士

、
保

育
士

、
介

護
支
援
専
門
員
な
ど
福

祉
専

門
職

が
4
〜

6
名

で
活

動
•

福
祉
的
ト
リ
ア
ー
ジ
、
環

境
整

備
、
移

送
支

援
、
支

援
者

間
連

携

J
D

A
-

D
A

T
日

本
栄

養
士
会
災
害
支
援
チ
ー

ム
•

栄
養
・
食
生
活

支
援

の
ニ
ー
ズ
把

握
•

緊
急
栄
養
補
給
物

資
の

支
援

、
特

殊
栄

養
食

品
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
設

置
•

避
難
所
等
で
責

任
者

の
許

可
の

も
と
、
個

人
に
対

し
て
直

接
栄

養
補

給
を
支
援

•
医
療
機
関
へ
の

連
絡

（
作
成
）
山
本
千
恵

参
考
資
料
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•
石
川
県
災
害

対
策

本
部

会
議

資
料

•
厚
生
労
働
省

H
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